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令 和 ７ 年 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（伊藤新一君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、５番木村議員、６番竹村議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長より報告します。 

〇議会事務局長（渡邉敏一君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第３ これより一般質

問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、産業の振興について、２、環境

問題について、３、まちづくり事業について、４、

赤平市と株式会社赤平振興公社について、議席番号

２番、安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 皆さん、おはよう

ございます。議席番号２番、安藤繁です。通告に従

いまして、質問をいたします。ご答弁のほどよろし

くお願いいたします。 

 件名１、産業の振興について、項目１、企業誘致

について、要旨１についてでありますが、沼田町で

は企業誘致について積極的に進めているようであり

ます。誘致の対象は、主に経営的に安定している製

造業系の中小企業であり、道内外をこだわらず、中

小企業基盤整備機構の協力を得ながらピックアップ

し、ダイレクトメールでアンケートを取り、企業訪

問を行う方法であります。まず、名前を知ってもら

う効果も期待できるので、企業訪問は欠かすことが

できないとしております。アンケートや企業訪問の

感触は、あまり芳しくはないようですが、企業訪問

からほかの企業を紹介してもらえるチャンスもある

ということであります。例えば日本パッケージ・シ

ステムの誘致では、企業訪問による人脈ができ、正

和の誘致についてもアンケートの回答の印象はあま

りよくなかったけれども、繰り返し訪問し、最終的

に社長とコンタクトを取ることができて企業の誘致

に成功したということであります。また、利雪企業

のスノークールライスファクトリーの誘致の成功に

より沼田町の知名度は、テレビでも何回か私も見ま

したけれども、非常に上がっております。９月19日

の新聞報道によりますと、沼田町の定例会において

町内への企業誘致の現状についての一般質問に対し

まして、横山町長は2024年度5,000社に対するアンケ

ート調査のうち131社から回答があり、31社に町の職

員が訪問し、13社とオンライン面談をしたと、持続

可能なまちづくりに産業活性化、働く場の確保は重

要な要素、新たな手法を取り入れながら時代に即応

した方法で企業誘致を進めていくという答弁をした

ということであります。沼田町では、企業訪問を行

うなど積極的に企業誘致を進めております。市長は、

沼田町のこの取組についてどのように認識をされて

いるのかを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 沼田町の企業誘致における取

組の認識についてでございますが、工業団地の低廉

な分譲価格、企業立地促進助成や税の優遇制度、雪

氷熱エネルギーを活用するなど地域の魅力や特徴を

生かした取組のほか、サテライトオフィス設置に関

する助成制度を実施するなど産業活性化と交流人口

の拡大を両立される取組をしているものというふう

に認識しております。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 今の答弁によりま

すと、工業団地の低価格の分譲、または企業立地促
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進助成、税制優遇、さらにサテライトオフィス設置

助成などを実施し、産業活性化と交流人口の拡大を

両立させる取組が大変参考になると認識しているこ

とは理解できました。 

 次に、要旨の２でありますけれども、赤平駅前付

近や茂尻中央部の店舗などが次々閉鎖になってお

り、再開発について９月議会で私は質問いたしまし

たが、また同様に市内の宮志工業株式会社、株式会

社大賀クロージングやフィルム工業株式会社などの

企業が続けて撤退をしております。一方、新規企業

は、近年立地をしていない状況にあります。当市で

は、企業誘致について今後どのように進めていくつ

もりなのか、市長にお伺いしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 企業誘致について今後どのよ

うに進めていくかについてでございますが、本市が

将来にわたって持続的に発展していくためには雇用

の創出と地域経済の活性化を図る企業誘致は重要な

施策であると認識しております。人口減少や労働力

の確保など地方における経済環境が厳しさを増す中

で効果的な企業誘致を進めていくためには、まず企

業のニーズを把握する必要があると考えておりま

す。新年度において企業進出意向調査を実施し、新

たな企業誘致活動に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 今後の企業誘致の

考えについてただいま答弁をいただきました。効果

的な企業誘致を進めていくためには、まず企業のニ

ーズを把握する必要があり、新年度において企業進

出意向調査を実施し、新たな誘致活動に取り組むと

のことでありますが、過去にも企業進出意向調査を

実施しており、また様々な誘致活動をされておりま

すけれども、企業立地に結びついていないという現

状があります。中国の「三国志」で劉備が後の最強

の軍師となった諸葛孔明に三顧の礼を尽くし、敬意

を表し、迎え入れた故事は、皆様も周知のことでご

ざいます。先ほども申し上げましたが、沼田町では

日本パッケージ・システムの誘致では企業訪問によ

る人脈ができ、正和の誘致についてもアンケートの

回答はよくなかったが、繰り返し訪問し、最終的に

社長とコンタクトを取ることができ、誘致に成功し

たということであります。艱難辛苦なんじを玉にす

という言葉がありますけれども、繰り返し訪問し、

コンタクトを取るということは非常に困難なことと

思いますけれども、人は困難を乗り越えてこそ成長

し、高く評価されるとの意味合いということであり

ます。当市も非常によく担当職員も頑張っておられ

るということは十分理解しておりますが、いばらの

道ではありますけれども、新たな企業進出意向と繰

り返しの粘り強い誘致活動により市民の期待に応え

得る企業誘致に結びつけること、これを市長を先頭

に今後果敢にチャレンジしていただきたいなという

ふうに思います。 

 続いて、要旨３でありますが、茂尻小学校閉校後

の活用について地域住民は企業の誘致を望んでお

り、市としても要望に沿った方向で進めていると思

いますが、具体的な取組状況について伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 茂尻小学校閉校後の跡

地についてでございますが、地域懇談会のご意見も

踏まえ、民間活用を目指して誘致を進めております。

まず、誘致を進めるに当たり、用途地域が第１種中

高層住宅専用地域となっておりまして、土地の利用

目的上、工業地域に変更することが難しく、店舗や

事務所、展示場、ホテル、旅館などを建てることが

できる準住居地域への変更に向け取り組んでおりま

した。11月20日の都市計画審議会を経て北海道知事

協議の同意を受け、先日12月３日に決定告示をした

ところであります。また、施設の設備状況も点検し、

誘致体制を整えながら企業の受入れに向けて取り組

んでいるところであります。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ただいまの答弁で

茂尻小学校閉校後の活用について民間活用を目指し

て誘致を進めており、土地の用途変更をまたこれも
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進めまして誘致体制を整えつつ、順次企業受入れに

向けて取り組んでいることが分かりました。議会報

告会、懇談会の席でありますけれども、企業誘致や

若い人を集めるために専門学校の誘致をしてはどう

かというような話も出ておりました。また、茂尻地

区の市民からは、このままではまちがなくなるとの

非常に危機感をにじませたせっぱ詰まった意見も出

ております。何といっても働く場がなければ人は集

まりません。企業誘致を積極的に推進するとともに、

今ここに立地している企業が持続発展、撤退しない

ように大切にしていかなければならないと思いま

す。市としても今まで以上にきめ細やかに相談に応

じたり、適切な時期の助成も必要と思われます。企

業誘致、駅前再開発など喫緊の課題が山積みしてお

ります。市としても、先ほど申しましたけれども、

私も努力されているということは理解いたします

が、本当に今まさに正念場に差しかかっていると、

非常に市民も危機感を持っているというふうに思わ

れます。企業誘致、商店街の振興発展につき、知恵

を絞って頑張っていただくことを要望し、この件に

ついての質問は終了いたします。 

 続きまして、件名２、環境問題について、項目１、

プラスチックごみに係る取組について、要旨１につ

いてでありますが、容器包装に係る分別収集及び再

商品化の促進等に関する法律、いわゆる容器包装リ

サイクル法は家庭から出る廃棄物の約６割を占める

容器包装廃棄物のリサイクルを促進するために1995

年に制定された法律です。主な目的は、一般廃棄物

の減少と資源の有効を図り、持続可能な社会を実現

することにあります。この法律により、消費者、市

町村、事業者それぞれに施策に関する役割が分担さ

れ、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者

は再商品化の義務を負います。この法律が制定され

た背景には、日本が高度経済成長期に大量生産、大

量消費、大量廃棄を進めた結果、廃棄物が増加し、

最終処分場の不足、これが深刻な問題になったこと

が原因でございます。焼却処理に依存する日本では、

焼却設備の立地が非常に難しくなったと。廃棄物の

発生抑制とリサイクルの促進が急務とされたために

ということでございます。リサイクルの対象には、

プラスチック容器、紙容器、ガラス瓶など、皆さん

ご存じのとおりこういうものが含まれ、これらが回

収され、再生ペレットや新たな資源に生まれ変わり

ます。容器包装リサイクル法の施行後、一般廃棄物

のリサイクル率は向上し、最終処分場の残余年数も

大幅に改善されているということであります。令和

４年の６月の定例会でプラスチック資源循環促進法

の施行を受けまして、私は中空知衛生施設組合では

どのような検討や取組がされているかと質問をいた

しました。組合では、回収を実施するとなった場合

に備えて中間処理施設のために回収したプラスチッ

ク類の分別方法や新たな施設の建設の可否、機械の

導入、リサイクル先などのほか、環境省が行ってい

るモデル事業の結果など全国の状況や市町村の動向

を把握している段階である、また中・北空知廃棄物

処理広域連合の負担金の影響も考えながら、新しい

法律の下、取組を進めるという答弁でありました。

３年半ほどが今経過しておりますが、中空知衛生施

設組合のプラスチックごみに係る全国の市町村の動

向把握、その結果と分別収集についてどのような取

組を進めてまいられたのか伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） プラスチックごみ

に関わる中空知衛生施設組合等の取組状況について

でございますが、ご存じのとおりプラスチックごみ

につきましては現在燃やせるごみとして収集し、中

空知衛生施設組合のリサイクリーンを中継した後、

中・北空知廃棄物処理広域連合のエネクリーンに搬

入されています。また、砂川地区保健衛生組合や北

空知衛生センター組合からも搬入され、これらのご

みとともに焼却処分をして廃熱を回収し、蒸気ター

ビンで発電された電力を処理施設で使用しており、

余剰電力につきましては電力会社に売却しておりま

す。お話のありましたとおり、プラスチックごみ資

源促進法の施行から中空知衛生施設組合ではどのよ

うな取組が可能なのか、既にプラスチック製容器を
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分別処理しております先進地の処理センターを視察

されるなど検討しているところであります。一方、

中・北空知廃棄物処理広域連合では、施設の在り方

についての課題を検討しているところであり、構成

市町や住民への大きな負担となっていくことが推測

されることから、中・北空知廃棄物処理広域連合で

の処理方式についての基本構想の策定、プラスチッ

クごみの分別収集なども併せて協議がされていると

ころであります。全国の状況についてですが、横浜

市や川崎市、墨田区など多くの自治体が、道内では

帯広市、北見市などといった自治体が分別収集を始

めており、徐々に増えているのが現状であります。

当市といたしましても広域連合や組合の構成市町と

協議を進めていかなければならない案件であります

ので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 中空知衛生施設組

合では、先進地の処理センターを視察して検討して

おり、中・北空知廃棄物処理広域連合では処理方式

についての基本構想の策定、プラスチックごみの分

別収集なども併せて協議されているとのことであり

ます。また、全国的には横浜市など多くの自治体が、

道内でも帯広市など徐々にプラスチックごみの分別

収集をしているところが増えているということが分

かりました。 

 次に、要旨２でありますけれども、当市の暮らし

のガイドブック、これ家庭に配布されておりますけ

れども、ごみの分別方法として資源ごみのペットボ

トルを除いてプラスチック類は燃やせるごみに分類

されております。プラスチックごみをリサイクルに

向けて回収している市区町村の中には、食品のトレ

ーや弁当容器なども対象としているところもあり、

美唄市では家庭から出るプラスチックごみが資源ご

みの一種のプラスチック製容器包装として分別収集

されています。対象品目でございますが、卵のケー

スや弁当のケースなどプラスチック製容器包装、生

鮮食品や果物、お菓子などのプラスチック製トレー、

レジ袋、ペットボトルのキャップ、シャンプーのボ

トルやキャップなど多くのものが該当しておりま

す。また、美唄市で収集されたプラスチック製容器

包装は、財団法人日本容器包装リサイクル協会に引

渡しされ、リサイクルされるとのことであります。

中空知衛生施設組合、中・北空知廃棄物処理広域連

合との関係から種々難しい面もあろうかと思います

が、協議を重ね、研究を重ねていただき、当市も環

境保全のため家庭から出るプラスチック製容器包装

をプラスチック資源ごみとして分別収集し、リサイ

クル取組を進めてはいかがでしょうか、伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（斎藤政弘君） プラスチック資源

ごみについての分別収集する取組についてでござい

ますが、お話のとおり美唄市の例もあり、独自に分

別し、財団法人日本容器包装リサイクル協会に引き

渡すことも可能でありますが、分別や運搬をする費

用、廃プラスチックを一時保管する場所の確保など

現状では厳しいことも多く、またさきに申し上げま

したとおり中・北空知廃棄物処理広域連合で基本構

想策定などの作業を進めている最中でありますの

で、構成市町としっかりと取り組んでまいりたいと

考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ただいまの答弁に

よりますと、美唄市のように独自にプラスチック資

源ごみとして分別収集し、リサイクルすることは可

能であるが、分別、運搬費用や一時的保管場所の確

保などの面で現状では厳しいとのことも理解できま

すが、環境省の調査でありますが、家庭の可燃ごみ

の約12％がプラスチックのごみであります。また、

消費者庁によりますと、日本の１人当たりのプラス

チック容器包装の排出量、これはアメリカに次いで

世界で２位ということなのです。そういう状況でご

ざいます。プラスチックは、埋蔵量に限りがある石

油から作られております。石油の可採年数、採掘年

数は、統計で2070年頃と推定されております。大量

にプラスチックを生産し続けるということは、早期

の資源枯渇につながります。また、プラスチックは、
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皆さんご存じですけれども、燃やしますとＣＯ２、

二酸化炭素を排出し、因果関係と申しますか、地球

温暖化を招き、今日もテレビでやっていましたけれ

ども、集中豪雨や山火事、この環境破壊の原因とな

っております。リサイクルの一環とはいえ燃焼時に

発生するＣＯ２の排出は、本当に非常に問題だとい

うことになっております。答弁では、中・北空知廃

棄物処理広域連合で基本構想の策定作業を進めてお

り、構成市としっかり取り組んでまいりたいとの答

弁があり、期待していきたいと思います。子々孫々

にでき得る限り良好な住環境を継続するため、ぜひ

家庭から出るプラスチック製容器包装を分別収集

し、リサイクルする取組を進めていただきますよう

切に要望いたしまして、この質問を終了いたします。 

 続きまして、件名３、まちづくり事業について、

項目１、赤黒のまちづくり事業について、要旨１に

ついてでありますが、2024年４月に赤黒のまちづく

り事業実行委員会が設立し、６月にはサッカーＪリ

ーグの北海道コンサドーレ札幌と赤平市が包括連携

協定を締結し、元日本代表でコンサドーレでも活躍

した小野伸二さんを迎えてのトークショーとサッカ

ーの交流会が開催され、また今年の６月には赤黒フ

ァミリーサッカー大会も開催されております。さら

に、市内至るところに数百本の赤黒の交通安全旗が

立ち並び、中心街の街路灯50基に赤黒のフラッグを

上げたり、ポスターも掲示したり、徐々に赤平は赤

黒のまちらしい様相になってまいりました。赤黒の

まちづくりのマスコットキャラクターは、クマゲラ

でございますが、アイヌ語で船を掘る鳥、チプタチ

カプと呼ばれ、道案内をする神としてあがめられて

おり、愛称を市民に募集したところ、３文字を取っ

てちぷ太とかわいいイメージの愛称で呼ばれており

ます。応募者の赤平を明るく盛り上げ、市民全員が

健やかな将来を想像できるように道案内役になって

ほしいとの願いが込められている、こういう点が評

価されたということでございます。10月には、赤黒

のまちづくり事業実行委員会による赤黒に塗ります

キャンペーンが実施され、酪農学園大学美術部の学

生により市内店舗のシャッターに３種類のちぷ太の

イラストが完成しております。今年の赤い羽根共同

募金でも募金者にちぷ太のバッジが配られました。

私も頂いております。ちぷ太は、かわいらしく、体

の色合いも含めてまさに赤黒のまちづくりにぴった

りなマスコットキャラクターでございます。今年行

われました大阪の万博、この公式キャラクター、ミ

ャクミャクでございますが、細胞と水が一つになっ

たことで生まれた不思議な生き物で、その正体が不

明ということでございますけれども、大阪万博の公

式キャラクター、ミャクミャクの宣伝効果、これ非

常に効果があり、好評、高評価な、そういった実績

を踏まえまして市民のほうから私のほうにマスコッ

トキャラクター、ちぷ太の縫いぐるみや着ぐるみ、

キャラクター製品を作製してＡＫＡＢＩＲＡベース

やエルム高原施設、炭鉱ガイダンス施設で展示販売

をしたり、特に縫いぐるみ、各種イベントで活用し

て赤黒のまちづくりを盛り上げてはいかがかという

お話が出ておりますが、この点についてお伺いした

いと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 赤黒のまちづくりマス

コットキャラクター、ちぷ太の着ぐるみ化や商品の

作製、販売についてでございますが、その効果とし

ましては視覚的な訴求力がありますことから、イベ

ントや観光行事、メディアなどでもその魅力を分か

りやすく伝えることができると考えております。特

に子供たちとの接点もつくりやすく、まちのイメー

ジアップにつながる効果が期待できます。また、赤

黒のまちづくりを進める上でキャラクターの着ぐる

み化は、市民の愛着を育て市民の一体感を形成する

役割もございます。幼稚園や保育所、学校、地域行

事への参加を通じて子供たちが自然とまちの活動に

関心を持つようになり、認知度の拡大や地域コミュ

ニティの形成に貢献できると考えています。ちぷ太

を活用した着ぐるみ化や商品化につきましては、行

政、民間、市民が共通で使えるまちの魅力発信のリ

ソースとして地域内外にＰＲしていけるよう赤黒の
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まちづくり事業実行委員会の中で検討してまいりた

いと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ただいま赤黒のま

ちづくりマスコットキャラクターのちぷ太の着ぐる

み化やキャラクター商品の作製、販売について、イ

ベントや観光行事、メディアなどにも比較的訴求力

があり、魅力を分かりやすく伝達できる、特に子供

たちとの接点もつくりやすく、着ぐるみについては

市民の愛着と一体感を形成する、さらに幼稚園や学

校、地域の行事での活用を通じ、子供たちがまちの

活動に関心を持ち、認知度の拡大や地域コミュニテ

ィの形成に貢献ができると非常に前向きな答弁をい

ただき、ありがとうございます。事業実行委員会で

検討していただき、よい結果が出ることを期待して

おります。ＡＫＡＢＩＲＡベースでは、クマゲラや

立坑やぐらのかわいいクッキーも販売され、品数も

少しずつ増えておりますが、エルム高原での販売品

も含め、もう少し品ぞろえが多いほうがよいのでは

ないかと日頃感じているところであります。旅行先

でも品数が少ないより多いほうが、私もそうですが、

お客さんも購買意欲が湧いてくるのではないかと感

じております。10月開催の赤平産業フェスティバル

では、市内飲食店の協力により開発された赤黒のま

ちづくりに合った飲食メニューがお披露目されてお

り、また赤黒のまちづくり事業実行委員会の委員長

であります副市長からは赤黒のグルメがまちのＰＲ

になり、ほかのまちからも赤平を訪れる機会になっ

たらと冬には赤黒飲食メニューのキャンペーンを実

施し、盛り上げていく予定であるということであり

ます。また、今年５月に結成された赤黒わんちゃん

パトロール隊のイベントなど、徐々に市民の中から

も自発的な取組も出てきております。皆さんご存じ

の中富良野町のラベンダー、滝上町のシバザクラ、

上湧別でしたか、チューリップなどもしかりでござ

いますけれども、初めは周囲で軽視する、本当に人

によってはばかなことしているなというような話を

私聞いたこともありますけれども、信念を持っての

揺るぎのない長年にわたるたゆまぬ努力により、今

は町の大観光資源となっております。まさに継続は

力なりであります。本市の赤黒のまちづくりについ

ても信念を持ってのたゆまぬ活動と将来の大きな成

果に期待をし、この質問を終了いたします。 

 続きまして、件名４、赤平市と株式会社赤平振興

公社について、項目１、赤平市並びに株式会社赤平

振興公社の服務規律と倫理について、要旨１につい

てでありますが、10月20日に開催されました行政常

任委員会において２回の選考委員会での協議の結

果、これは振興公社の選考委員会でございますが、

来年度から５年間、赤平市保養センターほか３施設

の指定管理者として株式会社赤平振興公社、以下振

興公社とさせていただきます。これを指定したとの

報告があり、指定管理に係る事業計画書について説

明がありました。詳細にわたる説明書で役員並びに

職員が頑張っておられるというふうに感じたところ

であります。 

 さて、赤平市と振興公社の間でこのようなことは

過去にもなく、今後もないと思っておりますが、皆

さんご存じのように北見市では副市長など複数の幹

部職員が公共施設の指定管理や事業運営を委託して

いる北見都市施設管理公社の前社長から接待を受け

ていたと新聞やテレビで大きく報道されました。公

社の社長は、北見市の元幹部職員であり、副市長は

教育長のときに接待を受けていたということであり

ます。事態は、重大かつ深刻であります。調査の結

果、北見都市施設管理公社が費用を負担した会食は

20年度以降で35件、利害関係者との飲食を禁じる内

規、市コンプライアンス推進指針、これが策定され

た2022年12月以降も接待が20件に上り、その総額が

60万円になるということが臨時市議会で公表されて

おります。また、接待された職員の大半が公社の前

社長が市職員のＯＢで利害関係者に当たらないと思

ったと説明したとのことであり、公社の社長も施設

管理について情報を集める必要があった、また昔の

同僚と身内で飲む感覚であったと釈明しており、癒

着関係を露呈しているということでございます。北
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見市では、事業委託先の北見都市施設管理公社から

複数の市の幹部職員が接待を受け、先ほど申し上げ

たように問題になっております。当市並びに赤平振

興公社の業務に関する服務規律と倫理について市長

の考えをお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 本市と赤平振興公社における

服務規律と倫理についてでございますが、本市では

赤平市職員倫理規程において職員が常に公正性、公

平性を保持し、市民から疑念や不信を招く行為を厳

に慎むことを明確に定めております。また、利害関

係者との贈与や会食等の禁止など服務規律の徹底を

図っております。現時点で当市と振興公社の間に不

適切な接触や癒着を疑わせる事実は、一切確認され

ておりません。今後も倫理規程の趣旨を踏まえ、服

務規律の徹底に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 ただいまの答弁に

よりますと、当市では赤平市職員倫理規程で市民が

疑念や不信を招く行為を慎むということを定めてい

ると。振興公社との間で今まで不祥事もなく、今後

も趣旨を踏まえて服務規律の徹底に努めるとの考え

を理解いたしました。 

 次に、要旨２でありますけれども、徳島市や福井

市、道内では北海道や旭川、釧路、小樽、紋別、美

唄、室蘭市などが業務に関する倫理について条例や

規程の対象に特別職も含んでおります。現在赤平市

職員倫理規程の該当者は、一般職に属する職員とな

りますが、北見市の事例を踏まえますと特別職を含

む規程にすべきではないかと考えますが、市の考え

をお伺いいたします。 

〇議長（伊藤新一君） 総務課長。 

〇総務課長（櫻庭敏夫君） 赤平市職員倫理規程の

見直しについてでございますが、特別職を規程の対

象に加え、懲戒処分の対象とする旨を定めたとして

も特別職はそもそも制度上懲戒処分を行うことがで

きないため、規程が機能しないといったことが予想

されます。したがいまして、特別職と一般職を同一

の枠組みで取り扱うことにつきましては、難しい面

もあるものと考えております。本市といたしまして

は、ほかの自治体の取組も参考にしながら、議員ご

提案のことも含め、今後研究してまいりたいと考え

ております。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 特別職と一般職を

同一の枠組みで取り扱うことは、難しい面があるも

のと考えているということでございます。また、今

後他の自治体の取組を参考にしながら研究するとい

うことであり、制定に向けましてるる研究をしてい

ただき、取組を進めていただきたいなというふうに

思います。 

 続きまして、要旨３でありますが、北見市では接

待した側の公社には公務員との関係を定める規定が

なかったとのことであり、接待を受けていた前社長

の辞任に伴い、新たに就任した新社長は公務員との

関係を定める社内規定を新たに策定すると表明した

とのことであります。当市の振興公社の服務、倫理

規程の制定状況について市ではどのように把握され

ているのか伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 赤平振興公社

の服務、倫理規程の策定状況についてでございます

が、服務規程につきましては労働基準法に基づき就

業規則で定めており、倫理規程につきましては策定

ないものと認識しております。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 振興公社では、服

務規程は就業規則として定めていると。しかしなが

ら、倫理規程はないとの答弁であります。倫理規程

は、利害関係者との金銭や物品の収受、講演会での

報酬の受け取り、会食や私的な旅行などを禁止する

具体的なことを定めるもので、職員の規律を保ち、

不祥事を未然に防止するための基本を示す上で大変

重要な規程であります。市としましても振興公社の

大株主でございますので、株主総会などで市の倫理
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規程を参考にして規程を定めるよう提案をしていた

だくことを強く要望いたします。 

 続いて、要旨４についてでありますが、利害関係

者に係る倫理規程の内容を再認識し、十分理解し、

北見市のような事件が起こらないようにするために

当市と振興公社も適時に倫理規程に係る研修会です

とか啓蒙活動などを実施すべきでないかというふう

に思いますが、いかがでしょうか、伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 総務課長。 

〇総務課長（櫻庭敏夫君） 倫理規程に係る研修会

等の実施についてでございますが、いただいたご提

案は貴重なご意見とさせていただきたいと思いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 今市のほうからい

ただいた意見は貴重な意見とさせていただくとのこ

とでありますので、ぜひ研修会や啓発活動、北見で

もありますけれども、北見みたいなことが起こらな

いようにやっぱり折を見て研修会、啓発活動を実施

していただきたいと思います。北見市の当時を知る

関係者でございますが、この人からは事業を円滑に

進めるために市の内情に詳しい市のＯＢが必要との

判断があり、そういう判断の下に人事配置がされ、

接待を生む近い関係が復活したのだというふうに話

しております。また、北海道新聞の報道センターの

記者は、北見市の調査結果からは誰が利害関係者に

当たるかについて組織としての認識の乏しさが浮か

び上がる、内規が一般職向けのため特別職を処分対

象としない不備も明らかになった、市民の不信が膨

らむ中、市は内向きの規程を見直し、条例への格上

げといった再発防止策を示す必要がある、ほかの自

治体も今の取組で十分なのかもう一度考えてほしい

という記事を出しております。北見市長は、市政に

対する信頼感を著しく低下させたということで陳謝

をしまして、自身と副市長の給与を３か月間50％減、

商工観光部長を１か月10％の減給、保健福祉部次長

を戒告の懲戒処分にしたほか、残る15人も訓告や厳

重注意をしたことを明らかにしております。後にこ

ういう処罰を与えるということもあれなのですけれ

ども、やはり物事はそういったことが起こらないよ

うにしていくという防止をすると、事前に防止策を

するということが私非常に大切でないかというふう

に感じております。冒頭でお話ししましたが、赤平

市と市民の血税、税金を多額に投入し、赤平振興公

社を運営されております。赤平振興公社で過去にも

そういったことはなく、今後も万が一にも起こらな

いということを私も信じたいと思いますけれども、

万全な取組をしていただきますよう要望いたしまし

て、私の全ての質問を終了いたしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１０時４４分 休 憩） 

                       

（午前１０時５５分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序２、１、一般行政について、２、教育行

政について、議席番号１番、今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 議席番号１番、参

政党の今野宙です。今年もあと残り１か月弱となり

まして、本定例会が今年最後の質問の機会といった

ことですけれども、来年度３月が畠山市長の今期２

期目の最後の政策予算、執行方針となるということ

で、ぜひ次年度に向けて前向きな議論、前向きなご

答弁をいただけたらなと思っております。より明る

いといいますか、将来に希望のある赤平となるよう

に、この地域、市民の方々にとって思いのある、生

産性のある議論をしていきたいと思っております。

よろしくお願いします。 

 それでは、質問に入りたいと思います。件名の１、

一般行政について、項目の１、赤平市の知名度、魅

力についてでございます。要旨の１、まず初めに自

分が大切だと思っていることは、赤平市の政策や魅

力というものをまず知ってもらうこと、そして認知

してもらうこと、そして興味を持ってもらうという

ことが非常に重要だと考えております。それが全道

ですとか全国的な知名度だったり、広く認知されて
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いくということは、今取り組んでいる様々な政策、

特に移住、定住だったり、企業誘致、炭鉄港をはじ

めとした観光業など、そういったことにとって非常

に大切であると考えております。そこで、そういっ

た部分の今現在行っている取組についてまず伺いた

いと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 赤平市における全国的

な知名度向上の取組につきましては、本市の強みで

ありますブランド力の高い物づくり企業や著名な方

々の情報発信力を活用し、ＳＮＳ投稿や各種メディ

アを通じた効果的な情報発信を行っております。企

業の皆様には、ふるさと納税返礼品としてご協力い

ただいており、全国の寄附者の皆様に赤平市の魅力

を広くＰＲする機会となっております。これにより、

地域の魅力発信とともに、本市の貴重な財源確保に

も大きく寄与しているところでございます。また、

著名人によるＳＮＳ等の発信を通じて赤平市が紹介

される機会が増加しており、知名度の向上に確かな

効果をもたらしております。さらに、メディアの活

用に関しましては、これまで赤平市がロケ地として

採用された映画やテレビ番組などが多数存在してお

り、今後もロケ地赤平として新たな作品の誘致につ

なげてまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 今現在様々な取組

を行っているということでありましたけれども、こ

れは市長にお伺いしたいと思います。 

 個人的な僕自身の経験則として、全国津々浦々い

ろいろな方とお会いしたり、ご挨拶した際に感じる

のは、正直あまり知名度、認知度というのは高くな

いのかなと思っております。聞いたことあるけれど

も、北海道のどの辺でしたっけとか、何が有名です

かとか、そもそも初めて聞きましたと言われること

が比較的多いように感じております。そこで、市長

にもお伺いしたいと思うのですけれども、そういっ

た赤平市の知名度、認知度に関して今十分高いと思

われるのか、もしくはそんなに高くはないと、まだ

まだ発信が必要だと思うのか、率直に市長の考え、

見解を伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 赤平市の知名度や認知度につ

いてでございますが、全国的に見ればまだまだ十分

とは言えない部分があると私自身も感じておりま

す。実際に道外の方々とお話しする中で赤平市はど

こにあるのかと、どんなまちなのかといったご質問

をいただくことも少なくないというふうに思ってお

ります。ただいま担当課長のほうから答弁いたしま

したけれども、赤平市の地域資源を生かしながらＳ

ＮＳなどを活用した情報発信にも取り組み、全国の

皆様に赤平市の魅力を伝えてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。もう一点伺います。 

 今の答弁を聞くと、知名度、認知度に関してはま

だまだ十分とは言えないと。魅力を広く全国に伝え

ていくべきだというのは、恐らくほとんど自分と同

じ考えというか、そう思っておられるのかなという

ふうに感じました。そうであるならば、魅力発信に

関してもっと注力して、自分が言いたいことは特に

力を入れて取り組んでほしいということなのですけ

れども、本腰を入れて進めていくべきではないかと

いうふうに思いますが、市長、いかがでしょうか、

こちらは。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今お話ございました。もっと

注力して本腰を入れて取り組んでいくべきではない

のかといったお話だったというふうに思います。当

然移住、定住にもつながっていくというふうに思っ

ておりますし、移住希望者だけでなくて市内に住む

市民の皆様方にも住み続けたいと思えるような、そ

んなようなことも含めて、また全国的な知名度向上

に向けてこれからも情報発信に鋭意努力してまいり

たいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 
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〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。前向きにやっていただけるというふうに認識

はしておりますけれども、もう一点、これは企画課

長にお伺いしたいのですけれども、先ほどロケ地赤

平として新たな作品の誘致につなげていきたいとい

う答弁ありましたけれども、そちらについてどのよ

うなことを行いながら今後の誘致につなげていくの

かという点をお伺いしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 赤平市では、これまで

ドラマや映画、アニメ作品など様々な映像作品のロ

ケ地として活用いただいた実績がございます。人口

規模を考えれば、これだけの実績があることは非常

に大きな成果であり、地域の魅力やロケ地としての

ポテンシャルが高く評価されていると受け止めてお

ります。今後も映像作品の誘致を進めていくために、

現在まで受入れ態勢として評価されている撮影に必

要な許認可の迅速な対応や宿泊、交通、食事などの

サポート体制を整え、制作側にとって撮影しやすい

まちであることをさらに広く発信していくことが重

要だと考えております。また、市内の撮影可能な場

所や施設、自然景観、歴史的な建造物などのロケー

ションデータベースを制作会社と共有することで赤

平市での撮影を具体的にイメージしてもらいやすく

なり、誘致に向けた評価の向上にもつながると考え

ております。赤平市では、制作会社との連絡調整や

現地案内をスムーズに行える体制が整っており、誘

致への強みになっております。また、撮影に対する

市民理解と協力が得られるよう地域住民との信頼関

係を築くことも大切であり、市民の皆様と一体にな

って赤平市の魅力を発信していきたいと考えており

ます。こうした取組を通じて赤平市を映像作品に選

ばれるまちとしてさらに発展させ、地域の活性化や

観光振興にもつなげてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。これは、自分としてもぜひ前向きに進めてい

っていただきたいと思います。 

 今の質問に付随してですけれども、次の要旨の２

に入りたいと思いますが、半端な形で続けていくの

ではなくて、何か特化した取組を行っていって住民

誰しもが今の赤平はこれだと自信を持って言える魅

力をつくっていくということが大切だと考えており

ます。住んでいてよかったと思えるまちと話先ほど

もありましたけれども、誇れるまちと考えますと、

そういった知名度や認知度といったこともその一つ

になってくるのではないのかなというふうに考えて

おります。その目標だったり、その目的をしっかり

持って市民が共に参加したくなるような、応援した

くなるような取組、まちづくりを行うこともそうで

すし、そういった活動だったり、魅力が多くの人に

認知されることによって市民全体が自信を持って誇

れるまちと言えるというか、思える一つにもなって

くるのではないかなと考えております。赤平といえ

ばこれということをもう少し具体的に確立していき

ながら、住民もそう思える、市外の方々にも広くそ

う認知されるというような形で取組を行っていった

らどうかと思いますけれども、今後のそういった方

針だったり、取組について伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 住民や市外の方からの

認知される今後の取組についてでございますが、本

市では日本遺産に認定されました炭鉱遺産ガイダン

ス施設を活用し、炭鉄港の歴史的価値と魅力を広く

発信する取組を進めております。これに加え、昨年

度より開始いたしました赤黒のまちづくりにつきま

しても地域一体となって積極的に推進しているとこ

ろであります。町内会の皆様のご理解とご協力の下、

市内全域において赤黒の交通安全の旗を掲揚してい

ただき、今年度はさらに中心市街地の街路灯に赤黒

フラッグを秋まで設置するなど視覚的な統一感のあ

る景観づくりを進めてまいりました。また、10月に

は、酪農学園大学美術部のご協力を得て空き店舗の

シャッターに赤黒のマスコットキャラクター、ちぷ

太をモチーフとしたアート作品を描いていただき、
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町なかのにぎわい創出にもつながっております。さ

らに、本年度からは、地域おこし協力隊の２名が着

任し、ＳＮＳ等を通じた赤平市の魅力発信に取り組

んでおります。今後もこうした施策を通じて赤平市

の認知度向上と地域活性化を図ってまいりたいと考

えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 赤黒のまちづくり

事業については、有効的に活用できれば非常に効果

的なものになると思っておりますし、地域の中でも

かなり定着してきていると自分も思っているところ

であります。こういったせっかく新たに始めた事業

ですので、もったいないような形にならないように

有効活用しながら取り組んでいただきたいと思って

います。 

 市長に２点ほどお伺いしたいのですけれども、今

市長が心の底から本気で思う赤平の魅力というのは

何かお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 心の底から思う、心から感じ

ている赤平の魅力ということだったと思いますけれ

ども、人の温かさですとか、またまちの誇りといっ

たものではないのかなというふうに思っておりま

す。炭鉱の歴史を受け継ぎながら今を生きる市民の

皆様方が地域を思い、また支え合い、前向きな地域

資源を生かしたまちづくりに取り組んでいるこの姿

こそが赤平市の何よりの財産であると、誇れる魅力

であるというふうに感じております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 赤平の人は温かい

と市長は常々言っておられるかなと思いますし、自

分もそこはそう思います。だからこそその魅力を生

かしてもっと市民参画での政策ですとか、まちおこ

しを赤平ならできるのではないかなと自分は考えて

おります。 

 もう一点、市長、これから炭鉄港や赤黒のまちづ

くりなどＳＮＳにも力を入れて魅力発信、知名度向

上を図っていくと今おっしゃりましたけれども、今

これ真剣にやらないとなかなか広がらないし、伝わ

らないと僕は思っています。先ほどの映像作品に選

ばれるまちと、ロケ地赤平とありましたけれども、

これすごくいい取組だと思います。とにかく赤平は

テレビ番組やロケが毎年たくさん来ると。ロケする

なら赤平でしょうというようなことが広く認知され

るような事業展開ですとか、特にメディアというの

は非常に影響力も大きいですので、ファンの方がロ

ケ地巡りに訪れるなど観光増進だったり、魅力発信、

あと先ほど課長答弁であったのですけれども、宿泊

というところだったりとか、交通、飲食って答弁で

ありましたけれども、そういったことの事業の参入

だったり、拡大というような基盤をつくるというこ

とです。基盤づくり、そういった部分にも非常に効

果的なのではないかなというふうに思いました。経

済効果、認知度向上などにも非常に効果的でござい

ますし、これはぜひ力を入れて進めていっていただ

きたいと思います。ほかにも例えばですけれども、

イベントするなら赤平とか、エルム高原だったり、

コミュニティ広場などを活用しながら、とにかくま

ずイベントしたいと思ったら赤平を候補に入れてい

ただけるような、多くの問合せが来るような、毎週

何かしらいろんなイベントやっているよねと。立地

的にも主要都市へのアクセスもいいということもあ

りますし、要はキャッチコピーです、市長。キャッ

チコピーでイメージの確立が定着に結びついていっ

て地域や魅力の認知度につながっていくと思ってお

りますので、本当にいろいろ可能性がある地域だと、

赤平、自分思っていますので、今のままだとやっぱ

りちょっともったいないなと思っています。知恵を

出し合いながら新しいことにどんどん挑戦していく

べきなのではないかなと思っておりますが、もう一

度市長のお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新しいことに挑戦することに

ついてでございますが、認知度を高めていくために

は非常に重要なことであると認識しております。特

にメディアの持つ影響力は非常に大きく、ロケ地と
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しての実績を積み重ねていくことは赤平市の認知度

向上に大きく貢献するものと考えております。赤平

市にはまだまだ多くの可能性があると私自身強く感

じておりまして、今後も知恵を出し合いながら、市

民の皆様と共に認知度のさらなる向上につなげてま

いりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。最初にも十分言ったのですけれども、やっぱ

り大切なことは赤平市のそういった政策だったり、

魅力を知ってもらうこと、認知していただいて興味

を持ってもらうということが非常に重要だと考えて

いて、そして赤平市そのものが魅力的であることだ

と思っていますので、それは将来性だったり、頑張

って取り組んでいるそういう姿がそれにつながって

くると思っておりますので、何事も前向きにどうや

ったら実現できるのかという方向で、そういった姿

勢で取り組んでいただきたいと思っております。そ

れが先ほど言った地域の魅力だったり、住んでいて

よかったと、誇れるまちというところにもつながっ

てくると思いますので、自分自身もできる限りいろ

いろな形で今後もそういった魅力発信とか向上に協

力していきたいと思っておりますので、それを要望

して次の質問に入りたいと思います。 

 項目の２、学校誘致についてでございます。要旨

の１、この学校誘致に関してですけれども、ほかの

自治体の例を見ますと様々な目的を持って取り組ん

でおります。例としては、地元の強みを生かした将

来の人材育成ですとか、地域の過疎対策、人口減少、

特に少子高齢化対策など様々でございます。まず、

赤平市では、これまでに誘致を検討した事例がある

のか伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 学校誘致にお

ける将来の人材育成、過疎化対策や人口減少対策、

少子高齢化対策を検討した事例があるのかについて

でございますが、各種学校誘致について問合せや情

報提供はありましたが、ここで申し上げられるよう

な検討事例はございません。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 続いて、要旨の２

に参ります。 

 一応今過去に問合せや情報はあったけれども、誘

致には至っていないといったことでしたが、その点

について今後の方針について伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 学校誘致に関する今後の方針

についてでございますが、本市の教育環境の充実は

学びを確保するとともに、将来の定住促進や地域の

活力維持にも直結する重要な課題であると認識して

おります。本市では、これまで学校誘致について問

合せや情報提供により対応してまいりましたが、道

内外で少子化が加速する中、新たな学校の開設や再

配置については学校側の経営判断も厳しく、具体的

な誘致には至っておりません。今後も学べる環境の

確保となる学校誘致の可能性について広い視点で研

究してまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 今後については、

積極的にというよりかは研究ということだったと思

いますけれども、ただ重要な課題であることは認識

されているということですので、そういった問合せ

だったり、情報とかあった際には積極的に誘致に向

けて対応していただきたいと思います。 

 次の質問に入ります。項目の３、赤平おためし暮

らし住宅についてでございます。要旨の１、まず初

めに本事業のこれまでの利用状況と実績について伺

います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 赤平おためし暮らし住

宅のこれまでの利用状況と実績についてでございま

すが、制度開始以降から令和元年度までの10年間で

延べ63組137名の方にご利用いただいております。令

和２年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響

により事業を休止しておりましたが、今年度から新

たに市有住宅の一室を活用し、本事業を再開したと
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ころでございます。再開後の現時点での利用状況は

３件７名となっており、件数としてはまだ多くはご

ざいませんが、そのほかに来年度分のご利用希望も

含め、数件のお問合せをいただいております。この

ことから、移住体験に対する一定の需要は継続して

あるものと認識しております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。実際にそういった需要はあるということです

けれども、実際に利用された方の中で移住に結びつ

いた事例というのはどれくらいあるのかお伺いしま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 移住に結びついた事例

についてでございますが、先ほど申し上げましたこ

れまでの利用者のうち３件８名の方が移住、１件が

市内物件を購入し、二地域居住につながっておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 実際事業の実績と

して移住された方がいるということで、続ける価値

は大いにあるのかなと思っております。 

 続けて要旨の２に入りますけれども、今後の事業

展開について伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 赤平おためし暮らし住

宅の今後の事業展開についてでございますが、本事

業は移住を検討される方が本市での生活を具体的に

体験できる貴重な機会であり、移住、定住促進施策

の入り口として重要な役割を担っているものと認識

しております。そのため、再開して２年目の来年度

においては、利用実績の積み重ねと内容の充実を通

じて制度の定着を図ることが不可欠であると理解し

ており、現状基本として継続する考えでございます。

その上でさらなる利用促進を図ることが必要である

と認識しておりますが、今年度につきましては東京

での移住相談会、道庁赤れんがリニューアル記念イ

ベント、羽田空港でのローカル線ＰＲイベント等で

本事業のチラシを配布し、本市の魅力と併せて広く

発信してまいりました。来年度もこうした機会を活

用した効果的な周知に尽力してまいります。また、

ご利用いただいた方には事前及び事後にアンケート

を実施しておりますが、その回答に加え、利用者と

対話から得られたニーズを今後の事業展開に反映さ

せてまいります。 

 以上、引き続き本事業を推進し、移住、定住の促

進に努めてまいりますので、ご理解いただければと

思います。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 今現状を基本とし

て継続するということでしたけれども、今居住でき

る場所は１か所であると伺っておりますが、居住地

の拡大は現時点では検討されないということでしょ

うか。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 居住地の拡大について

でございますが、今年度の利用が３件７名にとどま

っておりますので、当面はより一層のＰＲによる利

用者増に努め、その後の利用状況の推移を見てまい

りたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 もう一点伺います。 

 アンケート調査実施しているとありましたが、利

用した方々の声としてどういった意見が多く上がっ

ているのか、また今後の事業展開に反映できそうな

ニーズというものとか、検討できそうな候補が何か

あるならばお伺いしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） アンケートで多く上が

っているご意見についてでございますが、複数寄せ

られたものは設置している家具についてのご提案や

日用品がおおむねそろっていて暮らしやすい、親切

にご対応いただいて居心地がよかったなどといった

ものでございます。引き続き丁寧な対応を心がける

とともに、いただいたご意見を反映してまいりたい

と考えております。 
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〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 実際に移住、定住

にもつながっている事例があって、利用された方の

声としてもいい声が上がっているということですけ

れども、先ほどの認知ということも含めて、こうい

ったせっかくいい事業を行っているのに多く認知さ

れない、移住、定住になかなかつながっていかない

というのはやっぱり非常にもったいないなと思いま

すので、その辺りについては周知も今拡大していく

とのことでありましたし、それによって利用者数が

多くなることも予想されますので、この事業が移住、

定住にしっかりつながって結びつくような形で取り

組んでいただけたらなと思います。 

 次の質問に参ります。項目の４、広報あかびらに

ついてでございます。要旨の１、赤平市の総世帯数

は現在5,124世帯となっておりますが、広報の配布先

については4,617世帯となっております。市が発行し

ている広報の本来の役割として、赤平市に住んでい

る全ての市民に対して平等に情報を届ける必要性が

あるのではないかと考えておりますが、見解を伺い

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 広報あかびらの発行部

数につきましては、現在5,300部を発行しており、市

内全世帯に行き渡る部数を整えております。全戸へ

の郵送配布が理想的であることは十分に認識してお

りますが、毎月多額の経費が発生することから、当

市の厳しい財政状況においては実施が困難という状

況でございます。これまでの配布方法につきまして

は、町内会の皆様のご理解とご協力を賜りながら配

布報償費で各戸への配布を行ってまいりました。ま

た、広報紙は、市役所をはじめとする各公共施設に

も設置し、市民の皆様が手に取りやすい環境の整備

に努めているところでございます。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。 

 引き続いて、要旨の２に入りたいと思います。今

後の対応について考えを伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 広報配布についての今

後の対応についてでございますが、町内会のご協力

がいただける地域については継続してまいりたいと

考えております。また、町内会の事情により広報配

布に支障が出てきた場合のことを想定しまして、配

布方法の工夫や様々な媒体での市の情報発信につい

ても検討し、今後も市民の皆様に広報あかびらを御

覧いただけるよう引き続き改善に取り組んでまいり

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。こちらは、全国的にもそうだと思うのですけ

れども、やっぱり人口減少などで配布が厳しいと、

困難になっている地域も増えているということです

ので、そういったところの対応のほう引き続きよろ

しくお願いいたします。 

 続いてまいります。項目の５になります。防災に

ついてでございます。要旨の１、豊里ふるさと会館

の防災についてでございますけれども、こちら警戒

区域となっておりまして災害時に使用できないとい

ったことがございました。こちらの対応についてま

ず伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 総務課長。 

〇総務課長（櫻庭敏夫君） 豊里ふるさと会館の災

害時の対応についてでございますが、豊里ふるさと

会館を含む周辺地域は土砂災害警戒区域に指定され

ておりますことから、同会館を災害時の指定避難所

とすることはできないものと考えております。この

ため、災害発生時には、まず最寄りの避難所等に避

難いただき、その後の状況に応じて総合体育館等の

指定避難所へ移動いただく方針とし、豊里地区の６

町内会に対してご説明をし、ご了解をいただいてい

るところでございます。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 引き続いて、要旨

の２に入りたいと思うのですけれども、ただいま地
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区町内会に説明をし、了承を得ているといったこと

でしたけれども、そういった災害の種類だったり、

規模だったり、季節にもよると思うのですけれども、

総合体育館は少し遠いのかなという部分もあります

し、足のない方とかもいらっしゃいますので、移動

が少し大変なのではないかなと思っております。 

 そこで、赤平市は、災害が少ないことが魅力であ

ると市長も言われていたかと思いますが、そうであ

るならば実際に災害が起きた場合にでも、先日も地

震などありましたけれども、そういった市民の方が

安心、安全なまちだと、不安はないと思えるように

意見を伺いながら万全な対策をしていくことが大切

なのではないかなと思っております。災害が少ない

まちというところの魅力とともに、実際に災害が起

きた際も災害に強いまちとして各備品なども含めた

全体的な備え、そういった強化について考えを伺い

たいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 総務課長。 

〇総務課長（櫻庭敏夫君） 災害に強いまちづくり

に向けた備品整備など備えの強化についてでござい

ますが、本市では近年の大規模災害の教訓を踏まえ、

簡易トイレやガス式発電機、食料や飲料水など備蓄

品の充実を計画的に進めているところでございま

す。引き続き市民の皆様が安心して暮らすことがで

きるよう、備蓄品の確保に取り組んでまいります。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 すみません。１点

だけ市長に確認したいのですけれども、市長もその

考え方、今の答弁のように方向性としてそういった

充実強化を図っていくといった認識なのかお伺いし

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 私も同じく市民の皆様方が安

心して暮らすことができるよう備蓄品の充実、そし

て強化に取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。今計画的に充実に向けて進められておられる

とのことでしたので、ただ実際に現状市民の方々が

不安に思われていることというのはまだあると思い

ますし、住民懇談会や議会報告会などでも意見は少

なからず上がっていたのかなと思いますので、そう

したいろいろな意見を伺いながら、市民の方が安心

して暮らせるように今現在もう既に対応されて動か

れている部分もあるというのは理解しているのです

けれども、今後もそういった取組のほうをよろしく

お願いしますということでこの質問は終わりたいと

思います。 

 続きまして、項目の６、法定外税についてです。

要旨の１、昨年12月に同僚議員からこの法定外税に

ついての質問があったかと思いますけれども、その

後の経過について伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 税務課長。 

〇税務課長（柳町隆之君） 法定外税のその後の経

緯についてでございますが、法定外税は地方自治体

が独自の財源を確保し、地域特有の行政サービスや

インフラ整備を行うものであり、地域の活性化や福

祉向上を目的としております。昨年第４回定例会に

おきまして法定外税の導入についての質問があり、

全国の市町村の様々な取組と京都市で行う非居住住

宅利活用促進税による空き家問題の解消と利用促進

など、それらを含めた法定外税の導入につきまして

は慎重に考えていかなければならないと答弁したと

ころであります。全国的な法定外税の状況を見ます

と、主なものとしては宿泊税や環境税などがあり、

また京都市における非居住住宅利活用促進税につい

ては令和11年度に課税開始となっております。今後

におきましても引き続き様々な情報等に注視してま

いりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 引き続いて、要旨

の２のほうに入りたいと思うのですけれども、地方

自治体として財源の確保やそういった自立といった

ことは今後特に重要になってくるのかなと。先ほど

交付税なんかの話がありましたけれども、そういう

ところはやっぱり重要になってくるというふうに考
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えております。課題に対して今回目的税といった形

で導入して、課題解決のこれは一つの手段となって

くるものでもあるのかなというふうに思っていま

す。様々な事例を参考にしながら、自身の自治体に

合ったものがあれば導入を検討し、それが市民サー

ビスの向上や課題につながっていくと。今後そうい

ったことも必要となってくると考えておりますが、

そこについての見解を伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 法定外税の今後の必要性につ

いてでございますが、法定外税の目的は地方自治体

が独自の財源を確保し、地域特有の行政サービスや

インフラ整備を行うためであり、特に国からの交付

金や地方交付税に依存しない財源を求めるための役

割となっております。法定外税の状況を見ますと、

宿泊税や環境税などが多く見受けられますが、当市

に見合った事例が少ない状況であります。現在都市

計画税と入湯税の目的税を課税しておりますが、当

市の人口も減少し、高齢化が進んでいる状況にあり、

また物価高騰の中、新たな税目の導入については住

民と企業に対して新たな負担が生じることが懸念さ

れることからも慎重な検討を要するものと考えてお

ります。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 これに関してなか

なか難しいところがあるというか、難しいものにな

ってくるのかなと思っておりますが、全く検討しな

いとかではなくて、常にアンテナを張りながら本当

にいいもの、地域に合うものというか、市民のため

になるものがあれば、取組の一つとして今後考えて

いっていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 次の質問に参りたいと思います。項目の７、水辺

の楽校について伺います。要旨の１、まず今の状況

をお伺いしたいのですけれども、現在までの経緯と

利用、管理状況について伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 建設課長。 

〇建設課長（清水亘君） ただいまご質問の水辺の

楽校の経緯、利用、管理状況についてでございます

が、当施設は子供たちが川を身近に感じながら自然

体験を行い、また空知川の歴史を学ぶ野外学習の場

として活用できるよう平成９年に当時の建設省に当

たる北海道開発局石狩川開発建設部において整備さ

れたものでございます。整備当初は、川下りの出発

拠点として利用されたほか、水辺での体験会や研修

会など主として教育的な活動の場として活用されて

きた施設でございます。施設の管理につきましては、

河川管理者である国が所管しておりますが、５月か

ら10月までの期間は公園施設と同様に建設課におい

て草刈り等を行っております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 要旨の２に入るの

ですけれども、国の所管となってはいるけれども、

今現状草刈りなどの管理は建設課で行っているとの

ことで、現状に関してはほとんど使われていないの

かなと思いますけれども、そういった今後の活用、

有効活用も含めた方向性について伺いたいと思いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 建設課長。 

〇建設課長（清水亘君） ただいまご質問の水辺の

楽校の有効活用や今後の方向性についてでございま

すが、先ほどの質問の答弁においても申し上げまし

たが、整備後は主に学習の場として活用されてきま

した。しかし、学校の統廃合も要因となり、身近な

学習の場としての利用は減少し、施設も経年劣化に

より老朽化が進んでいる状況でございます。こうし

た状況を踏まえ、令和５年１月には施設を管理する

空知川河川事務所をはじめ、河川協力団体、赤平市

による水辺の楽校の空間を考える意見交換会が開催

され、今後の利活用や再生に向けた取組について意

見交換が行われたところでございます。施設の再生

にはまだ時間を要するものと思いますが、利用しや

すい環境となるよう管理する空知川河川事務所へ引

き続き要望してまいりたいと考えておりますので、

ご理解いただければと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 
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〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。ただいま意見交換会を行ったということでし

たけれども、答えられる範囲で構いませんので、そ

の内容についてもう一度伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 建設課長。 

〇建設課長（清水亘君） 令和５年１月に行った意

見交換会の中から抜粋した内容となりますが、整備

補修の案が示された中で川の中で遊べる環境整備が

必要でないかとのご意見がございました。また、今

後の利活用に関しては、川の安全性を積極的に発信

し、水質、生物調査や自然観察など学習の場として

活用していただけるよう働きかける必要があるとの

意見もございました。さらに、学習の場としてだけ

ではなく、イベントの開催や災害対策の一環として

の放水訓練の実施場所として活用してはどうかとい

ったご提案もあったところでございます。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 今ありました学習

施設というか、子供たちが生き物に触れられるとい

うことで、そういったことだったり、観察ができる、

そういった施設は非常に大切だと自分も思っており

ますし、イベントなどでもステージというか、広場

も非常にいい場所だと思っておりますので、今後有

効的な活用ができるように引き続き協議のほうよろ

しくお願いいたします。 

 次の質問に参りたいと思います。件名の２の教育

行政について、項目の１、空知川露頭炭層展望広場

について伺います。現状についてでありますけれど

も、現在はロープが張ってあって立入りが危険な状

態であることですとか、木が生い茂ってほとんど見

えないというような状況となっております。市の大

切な構成文化財の一つでもありますので、対応、改

善が必要なのではないかなと考えておりますが、見

解を伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 空知川露頭炭層展望広場

につきましては、令和６年度に周辺木の伐採を行い

ましたが、１年ほどでニセアカシアが繁茂し、展望

に支障が生じているほか、河川の浸食により展望広

場の奥側について一部利用できないことについて承

知をしております。今後につきましては、日本遺産

の構成遺産である露頭炭層を安全を確保した上で展

望していただくことができるよう、周辺木の伐採を

行うことも含め検討してまいりますが、いずれにい

たしましても開発局との協議が必要となりますの

で、対応までしばらくお待ちいただければと考えて

おります。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。その木の伐採にもそれなりの予算がかかると、

そして伐採したとしてもすぐに生い茂ってきて見え

なくなるということでランニングコストもそれなり

にかかるといったことですので、今検討、協議され

ているということでしたので、より利用しやすい対

応となるように、こちら要望したいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 続きまして、最後の質問になります。項目の２の

図書館についてでございますが、この図書館につい

ては課題として老朽化ですとか、図書館の機能とし

ての快適な空間といった部分の空調整備だったり、

スペース、社会情勢なども影響あると思うのですけ

れども、そういった面での利用者の減少といったこ

とも今後の課題としてあるかと思っております。そ

こでなのですけれども、今後の図書館運営について

の考え方を伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 図書館につきましては、

地域の知識の中心であり、本の貸出しに加え、学び

のスペースを提供し、まちの文化や特性を理解する

上で重要な役割を果たしておりますが、人口減少の

影響もあり、利用者が減少傾向にあることや施設の

老朽化について課題であると考えております。今後

につきましては、過去の市議会におきまして回答さ

せていただいたとおり一定の年数について必要な修

繕などを行い、施設の維持に努めてまいりますが、

その中でどのようにすれば図書館を利用される方に
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対し快適で居心地よく過ごせる空間を提供すること

ができるのか、これにつきましてエアコンの導入も

含め、ほかの図書館の実施状況などを参考に担当課

内において検討してまいります。また、読み聞かせ

会や朗読会などイベントを継続して実施するととも

に、イベントを含めた図書館の魅力について広く発

信することにより利用者の増加を図ってまいりたい

と考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 今野議員。 

〇１番（今野宙君） 〔登壇〕 老朽化の部分に関

しては、場所の問題だったり、答弁にもあったエア

コン設備などの問題とか環境の問題、今検討されて

いるとのことでしたけれども、もしくはトイレとか、

そういったところの快適性だったり、読書スペース

の問題、今２脚しか置いていないということで、子

供たちの遊ぶスペースなんかもそうです。そういっ

たところ様々あると思いますので、今後はそういっ

た場所、立地、場所をどうするかであったり、快適

に読書や勉強ができる空間づくり、あとはやっぱり

子供たちや市民が多く集まる憩いの場になればよい

のかなというふうに思っております。例えばですけ

れども、飲食のできるカフェスペースがあったりで

すとか、特に子供たちや家族で絵本や読書を通じて

そういった学びを行いながらコミュニケーションが

取れる環境となるといいのかなというふうに自分自

身は思っております。実際近年のデジタル社会と今

なってスマートフォンとか、そういったところでな

かなか本に触れる機会が少なくなってきております

けれども、図書館はやっぱり地域にとって非常に大

切な施設だと考えておりますので、今後もそういっ

た魅力発信だったり、今言われたようにイベントな

ど今いろいろ取り組まれていると思うのですけれど

も、そういうところも通じて利用者の増加を図って

いただきたいというふうに思っております。そちら

を要望して、全ての自分の質問を終わりたいと思い

ます。ありがとうございました。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時４３分 休 憩） 

                       

（午前１１時５５分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序３、１、新しいまちづくりについて、２、

「共生に基づくまちづくり」について、３、市職員

採用における課題について、４、あかびら市立病院

の今後の課題について、議席番号８番、若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 議席番号８番、

若山武信です。民主クラブです。通告に基づき、一

般質問を行いますので、答弁のほどよろしくお願い

いたします。 

 件名１、新しいまちづくりについて、項目１、商

業施設撤退による対応について、要旨１、赤平駅前

周辺の商業対策についてであります。質問いたしま

す。最近赤平駅前周辺から銀行、企業、商業店舗の

数社が撤退し、多くの市民が赤平市の行く末に大き

な不安を抱いております。先月11月中旬に開催した

令和７年度の議会報告と意見交換会において、行政、

商工会議所だけでなく、それに市議会も加わって新

しいまちづくりを行ってほしい旨の意見、要望が出

されました。早急な対応が必要であるかと思ってい

ます。これまで市議会でも市民の声を聞きながら、

人口減少に伴い町並みが衰退していく経緯を見据

え、いろいろな角度から質問や意見を出しながら議

論し、住みよいまちづくりに努めてまいりました。

商業対策は、地域経済の活性化や人口減少問題への

対応と密接に関連しています。駅前周辺の商業対策

について市長の考えを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ９月の第３回定例会において

ご説明申し上げました駅前周辺の商業対策に関する

取組についてでございますが、まず９月30日には市

の関係課長による会議が開催され、今後の方向性に

ついての検討が行われた旨の報告を受けておりま

す。さらに、10月２日には市の関係課長と商工会議

所との間で駅前対策打合せ会議が開催され、短期的

な視点として元銀行やパチンコ店などの空き店舗対
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策、長期的な視点として駅前再開発の方向性につい

て協議がなされました。この協議の中では、駅前が

本市における最も立地条件のよい商業拠点であるこ

とから、商業店舗の誘致が望ましいとの意見が出さ

れております。また、行政や商工会議所のみならず、

商業者や関係団体を含めた協議体を構築したいとの

ご意見もいただいております。今後も地域の皆様と

連携を図りながら、持続可能な駅前商業の対策に取

り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 今行政としても

関係課長間の打合せや商工会議所との打合せ、こう

いう話もあろうかと思いますし、また商業者、関係

団体を含めた協議体構築の話も理解いたします。ま

だ検討内容や協議も入り口段階での説明であろうか

と思いますし、また具体的にはこれからだと思いま

すが、私たち市議会としても強い市民要望に応えて

いかなければならないことでもありまして、議長い

ますけれども、議長以下での十分な審議の下、市民

の納得のいく方向に進めなければと思っておりま

す。そういう意味では、市将来の安定に向けた対応

をそれぞれの立場にて早期にやっていかなければな

と思っておりますし、また前段で同僚議員からも企

業誘致の話も出ておりましたが、そういうことも含

めながらこれからそれぞれの立場で早期に検討し、

その後にて具体的論議、そして協議することとして、

この項の質問についてはこの場で終わりたいと思い

ます。 

 続きまして、件名２、共生に基づくまちづくりに

ついて。近年国は、大幅な財政赤字を抱える時代が

続く中、人口減少や高齢化、少子化に伴う財政力の

落ち込みが重なったりするなど、各地方自治体での

まちづくりには大きな影響が伴ってきております。

各自治体では、移住者を何とか増やそうとして数々

の優遇策を提示しておりますけれども、難しいのが

現状であります。そういう環境にあってのまちづく

りをどうしていくのか、必要な取組として何が重要

か、私の考えを少し述べさせていただきますので、

それに対する市長の考え方を聞かせていただきたい

と思います。 

 項目の１、エリアサポーターの充実と共生につい

て、要旨１、助け合い、支え合う共生のまちづくり

についてであります。市長は、常々ほとほと困った

人をなくすための市政を進めたいと言っておりま

す。この言葉から受ける印象では、一般的には特に

金銭的に困窮している人が主として浮かび上がって

くる感じがいたしますが、別の見方をいたしますと

ほとほと困っている状況にある人とは例えば様々な

障がい者、不登校児、ひきこもり、虐待、ヤングケ

アラー、認知症などの困難を抱えている人たちが該

当することでありましょう。365日休む間もなくその

課題に向き合っている人たちであり、場合によって

は金銭的な苦しさよりも大きな問題を抱えているは

ずでございます。これらの問題は、当市独自の問題

ではなく、全国的に大きな課題としてその対策が取

り組まれてきています。その取組が先進的に行われ

ている自治体を見てみると、当然ながら行政が先頭

に立って解決に向け努力をしていますけれども、こ

れらの問題の解決には住民の協力がなければ不可能

であると、その認識では一致しております。何をす

るかの前に、市民との協働の仕組みがつくられるか

を目指している住民とのたゆみない対話を通して先

進地では前に進んでいるかと思います。畠山市長は、

選挙におけるまちづくりのスローガンとして共生の

まちを市民と共に目指そうと打ち出しておりますけ

れども、これまでの市政方針や各種広報紙での市長

挨拶にこのスローガンをあまり見た記憶がないよう

な気がします。失礼かと思いますけれども、そんな

感じを受けております。先日あかびら共生ネットワ

ークの人から、これまで数か所のまちづくり先進地

を視察してきたけれども、反対に赤平市のエリアサ

ポーターの取組がすばらしい取組であり、見習いた

いという言葉を何度かいただいたと、このように聞

きました。自ら進んで少しでも赤平をよくしたいと

エリアサポーターになってくれる人を行政が少しで

も励まし、できるだけの支援をしながら彼らとの日
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常的な対話を重ねることで市民自らが助け合い、支

え合う共生のまちをつくり上げ、そして住みやすく、

よりよいまちになっていくのではと私は強く考えて

います。エリアサポーターの充実と共生のまちづく

りについて、市長の考え方を伺いたく思います。聞

かせてください。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） エリアサポーターの充実と共

生のまちづくりについてでございますが、赤平市独

自の取組としてエリアサポーターの養成を平成28年

度から開始し、現在の登録者数は210名となっており

ます。各地域で行われるエリアサポーターの皆さん

による日々の見守りや交流サロン、介護予防体操な

どの活動は、住民の顔の見える関係を築き、希薄化

しつつある地域コミュニティの絆を深める大きな力

となっております。また、社会福祉協議会の生活支

援コーディネーターを中心にちょっとした困り事で

あるごみ出し、買物支援、電球の交換といった生活

支援サービスの担い手として地域に根差したきめ細

やかな活動もされております。そして、公的なサー

ビスでは手の届きにくい部分を補う皆様の温かい手

助けがあるからこそ、困り事を抱えた方々が安心し

て日々の生活を送ることができております。このよ

うな住民同士がお互いに助け合う互助の取組が10年

近くも継続して行われていることは、大変ありがた

く、議員がおっしゃる助け合い、支え合う共生のま

ちへとつながる大切な活動であると私も考えており

ます。今後もエリアサポーターの皆さんが無理のな

い範囲で活動を続けられるよう、市といたしまして

も引き続き支援してまいりたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

におきまして、共生に基づくまちづくりという市長

公約が先に立ちまして、そういう意味では自主的に

互助に関わってきたエリアサポーターの10年近い活

動や努力、これについて市長から今高い評価が得ら

れたなと、こういうふうに私は感じ取っておるとこ

ろでございます。市長が言われるように、公的なサ

ービスでは手の届きにくい部分を補う皆様の温かい

手助けがあるからこそ、困り事を抱えた方々が安心

して日々の生活を送ることができていますという言

葉がありました。全くその言葉に尽きるわけだと思

っております。この互助精神がさらに幅広く社会生

活の中に求められ、共に生きるための精神面での必

要性に基づいてできたのが共生という生き方だろう

と私は思っておりますし、言葉であり、社会生活の

中に生きるための原点かと思われます。現在高齢化

がますます進むこの赤平においては、これからもエ

リアサポーターの皆さんのなお一層の活躍を市民皆

様方は期待しているかと思います。でありますから、

温かいご支援のほど行政のほうからもよろしくお願

いいたします。また、この互助の取組が始まって以

来10年近くがたっているとのことでありますが、サ

ポーターの方々の高齢化も目立ち始め、高いところ

の仕事がきつい、できなくなってきたと、こんな話

も聞こえてまいります。そう言う私も今ではもうつ

えをつくようになりまして、相談事以外何もできな

くなってきていると、こんな状況にもあるわけです。

ただいまの答弁の結びにありましたように、エリア

サポーターの皆さんが無理のない範囲で活動を続け

られるよう温かい見守りのほどをよろしくお願いい

たしまして、私のこの項の質問を終わります。 

 続きまして、項目の２、町内会活動との連携と共

生について、要旨１、役員不足への対応と共生につ

いてであります。現在市内どこの町内会においても

役員を敬遠する傾向にあり、役員がそろわず、町内

会の運営や活動に苦労しているようであります。町

内会活動は、日常の連携が最も必要であり、役員不

足は災害時の助け合いにも大きく支障を来しかねま

せん。そのことは、私も重々今までの事柄を見て感

じるところであります。そんな中、町内会合併の話

や時には解散の話も聞こえてくることであります。

町内会組織は、行政においても必要なことであり、

役員不足は大きな課題であります。役員養成も考慮

に入れながら、行政との連携、支援による共生のま

ちづくりについての市長の考え方を伺います。 
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〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 役員不足への対応と共生につ

いてでございますが、住民の高齢化や町内会加入者

の減少などの原因により町内会役員の成り手不足や

町内会の存続についてのお話は、連合町内会や町内

会長会議など様々な機会を通じてご意見、ご要望を

いただいているところであります。市といたしまし

ても町内会の負担を少しでも軽減するため、防犯灯

の補助率を引き上げ、また会館除雪経費の補助など

町内会活動の一助となるよう取り組んできたところ

であります。残念ながら抜本的な解決までには至っ

ておりませんが、今後におきましても各町内会の皆

様と共に様々な方向から検討してまいりたいと考え

ております。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 ほとほと困って

いる町内会の役員探しであります。これは、全市的

な要素が伴うので、各町内会の関係では全てに難し

い話かなと思っているところでございます。ただい

まお金の補助の話がございました。しかし、お金で

解決できないので、役員体制づくりについては余計

に難しい話であろうかなと思っております。行政も

このまま手をつけないでいると町内会の崩壊が始ま

る、このことが一番心配されます。まちのこれは崩

壊にもつながってくると、このように感じるところ

でございます。双方で知恵を出し合い、人間関係を

構築しながら町内会づくりへの支援が本当に必要か

と、このように思われるところです。日頃からの市

職員と町内会のつながりを大切にしながら、解決し

ていくしかないのではないかと私は思っておりま

す。お互いに人を大切にし合う共生の精神を生かし

ながら、時間かけても解決しなければと思います。

何もしなければまちが崩壊してしまう、このように

なろうかと思います。お金をかけないで助け合う、

支え合う町内づくりを行政、町内会双方に目指して

ほしいと考えます。このことを切に願って、この項

の質問を終わります。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員、質問を止めてく

ださい。 

 暫時休憩といたします。 

（午後 ０時１３分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 続けて質問させ

ていただきます。 

 項目の３、共生によるごみのない明るいまちづく

りについて、要旨１、明るいまちづくりはごみ拾い

から。当市の道路は、通常各会社、企業、ボランテ

ィア団体、町内会、個々人による年数回の奉仕活動

によって道道、市道、各種道路がきれいに保たれて

いるわけであります。しかし、心ない人たちによる

ポイ捨て、特に故意に捨てる悪質な愉快犯に加え、

カラスやキツネ、風の影響などもあり、元の汚れた

道路と化してしまうことでありましょう。経費がか

からない、財政負担が少ない共生というつながりや

助け合いの下、今後行政との連携や支援によるごみ

のない明るいまちづくりに取り組む必要があるので

はと私なりに感じております。そこで、市長の考え

方を伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 明るいまちづくりはごみ拾い

からについてでございますが、心ない人による後を

絶たないごみの不法投棄は続いておりますが、捨て

られたごみはボランティア活動を行う企業や市民団

体、また町内会など多くの市民の皆様方の活動のお

かげできれいなまちへとつながっているものと思っ

ております。改めましてご参加いただいた皆様方に

感謝を申し上げたいというふうに思います。ごみの

ない明るいまちづくりについてでございますが、ま

ちづくりの基本は市民の皆さんが築き上げるもので

あると考えており、このような地域社会を目指すこ

とは尊重や理解、安心、信頼、支え合いながらつく

り上げていかなければならないものと存じておりま
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す。ごみのないきれいで明るいまちづくりは、市民

の皆さんの願いでもあると思います。市といたしま

してもごみのない明るいまちづくりを目指すため、

互いに負担のかからない形がよいのではないかと思

っております。共生のまちづくり実現のため、市民

の皆様と共に知恵を絞り、支え合いながら取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、ご理解いただ

ければと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

でありますが、共生のまちづくり実現のため市民の

皆さんと共に知恵を絞り、支え合いながら取り組ん

でいくとのことであります。非常に積極的で前向き

な答弁いただきました。ありがとうございます。お

金のかからないまちづくり、企業やボランティア、

町内会活動を含めた全市民によるごみのない明るい

まちづくりを期待しながら、私のこの項の質問を終

わります。 

 項目４、赤平市における外国人労働者との共生に

ついてであります。要旨の１、社会性を共有するた

めに日本語習得を早期実現にということでございま

す。数多くの中小企業が存立する当市においては、

外国人労働者の採用も多く、今後への需要も期待さ

れております。働きながら地元の地域社会に少しで

も早くなじんでもらうためにも日本語習得への協力

が必要であり、会社で仕事に必要な言葉だけでなく

日常生活の中で使う言葉を早く覚えてもらい、地域

との社会交流をスムーズに行ってもらうためにも日

本語研修は必要であります。犯罪やトラブルを防止

する意味でも役立つことでありましょう。日本に来

て気持ちよく働き、日常生活において日本の社会生

活になじみ、日本に働きに来てよかった、赤平に働

きに来て本当によかったと思えるような人と人との

つながりを大切にする共生づくりに行政が協力、支

援していくことも赤平の将来にとって大切なことか

と思います。行政の支援による定期的な日本語の研

修会を実施するべきと考えますけれども、市長の考

え方を伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 外国人労働者との共生につい

て日本語習得の協力が必要ではないかとのご質問だ

ったというふうに思いますが、当市におきましても

産業や地域社会を支える上で外国人材の存在は年々

大きなものとなっております。しかし、文化の違い

による日常生活や地域住民との関係づくりに難しさ

を感じているという声もあるのが現状であります。

当市といたしましても市内企業の人材育成を支援す

る赤平産業振興企業協議会に対し、産業振興人財育

成事業補助金により外国人材の日本語教育を支援し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 私も中小企業の

一部の会社におきまして毎朝日本語教育をしている

旨の話を聞いたことがございます。しかし、仕事に

関わる言葉が中心となりまして、社会生活における

言葉の指導は本当に少ないと考えております。昨年

私の後援会員８人とベトナムの人たち８人が個人的

に交流会をしたことがありましたが、片言の日本語

の人が多い中、流暢な人もおり、この交流会を大変

喜ばれたことで私にもよい経験となりました。ただ、

お互いにもう少し話をしたくとも言葉が通じないた

め、会話に幅がなかったことはお互いに残念に思っ

たことであります。現在ただいまの答弁にありまし

た産業振興人財育成事業補助金、これにて外国人労

働者の日本語教育の支援をしているということで、

今後も人材育成と共生社会の実現に向けて日本語教

育の推進に努めていくとのことでございますので、

早く日本の社会に溶け込むための連携、支援をお願

いいたしまして、この項の質問を終わります。 

 項目５、あかびら共生ネットワーク、通称あかネ

ットとの連携についてであります。要旨の１、赤平

市全体における住民同士の支え合いについてであり

ます。あかびら共生ネットワークは、赤平市社会福

祉協議会と一部の民間福祉施設が共同で2022年に創

設、北海道社会福祉総合基金助成事業の協力も得て

いるとのことであります。地域共生社会とは、年齢
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や性別、障がいの有無などにかかわらず全ての人が

自分らしく幸せに暮らすことのできる社会のことで

あり、そのために住民同士がつながり、支え合うこ

とが大切であります。現在あかネットでは、連携、

協働の和を目指して地域社会の様々な課題、支援が

必要な方の受け手や支え手の対応も含め幅広く活動

しています。障害者相談支援事業所、地域包括支援

センター、学校、病院、子育て支援センター、生活

困窮者自立相談支援機関等も加入し、そこに赤平市

も加入しております。福祉を中心とした幅広い共生

ネットワークでありますが、今後への連携、支援な

どの対応について市長の考え方を伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） あかびら共生ネットワークと

の連携及び今後の支援等の対応についてでございま

すが、あかびら共生ネットワークの皆様が地域に潜

在する様々な課題を抱える方々に対し、住民同士の

支え合いや多機関による切れ目のない支援を目指し

て活動されていることは本市の目指す地域福祉の在

り方とその基本的な方向性を同じくするものと認識

しております。赤平市といたしましてもこうした活

動に賛同し、連携を図っているところでございます。

また、現在令和９年３月の策定に向け取り組んでお

ります地域福祉計画の策定委員にもあかびら共生ネ

ットワークからのご参画をいただいております。特

に計画策定の基礎となるアンケート調査では、一般

市民を対象とした調査を行いましたが、地域課題を

捉える上では中学生を対象とした調査も重要である

との貴重なご意見をいただき、実施したところであ

ります。今後におきましてもこの計画策定をはじめ、

様々な機会を通じてさらなる連携を図りながら、あ

かびら共生ネットワークの皆様と共に誰もが安心し

て自分らしく暮らせる地域づくりを目指してまいり

たいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

の中にアンケート調査に地域課題を捉えるという上

で中学生を対象とした調査も行ったということであ

りますけれども、これは本当に子供たちに居場所を

見つけてあげるための対応ということにもつながっ

てまいりますので、私今聞いていてちょうど本当に

よかったなと、こんなふうに感じております。共生

ネットワークにおいて市の担当課も福祉を基本とし

て行政の方針に沿い、活動していることと思います

けれども、市長は公約としてほとほと困った人をな

くすための市政を進めたいと言っております。それ

は、市長が公然と言っているように市長の育った環

境からくるもので、私も炭鉱で育ったからこそ今が

あると、このように思っております。炭鉱の長屋で

培われた温かみのある人間関係が赤平のエリアサポ

ーターの人間性に関連しているのではと私なりに感

じています。それは、原点なのかもしれません。先

ほど市長答弁の中にもちょっとここのところ触れて

おりましたので、私も炭鉱出身者としてうれしく思

ったところであります。赤平炭鉱が閉山して30年が

過ぎまして、人口減少に伴い、ともすると何もない

まちとやゆされる赤平でありますけれども、中小企

業を守りつつ、市長が公約に基づく共生のまち赤平

をさらに推し進め、住民同士が支え合う人間性豊か

な赤平の財産として築き上げていただきますことを

切に要望し、私のこの項の質問を終わります。 

 ちょっと余談になりますけれども、先ほど若い同

僚議員のほうから私が言うと、何もないまちという

ことになりますと反発あったかもしれませんけれど

も、若い人たちの話も市長十分に聞いてあげていた

だきたいと思っています。これをもちましてこの項

を終わります。 

 続けて件名の３、市職員採用における課題につい

て、項目１、市職員への応募者不足についてであり

ます。要旨の１、採用条件への対応について。現在

職員採用に当たって若い職員の採用が不足してお

り、特に技術系職員への応募については本当にごく

少数であります。日常的にも少ない人員にて日常の

業務を遂行している職員皆さんに改めて敬意を表す

るところであります。若い人の人口減や就職におけ

る都市志向、全国的に工業高校数が減ってきたこと、
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民間給与、特に若年層の給与の増加に伴う公務員離

れが要因と見られます。ほかの自治体では、既に手

当での加算、一般職員採用後での実務研修、実務経

験者による途中採用などにて対応しているところも

あるようでありますけれども、決して状況は易しく

ない、本当に難しい状況にあるのかと思われます。

また、昨今の人手不足は当市だけでなく、他自治体

や民間企業でも人手が足りない状態であり、聞くと

ころによりますと様々な方法で人材確保に動いてい

ると聞いております。当市で働く職員がそのような

自治体や企業に魅力を感じ、離職することになると

長年の経験によって培われたノウハウなどが流出し

てしまうことになるのではないかと、そんな心配も

ございます。これは、当市にとって非常に痛手であ

り、その分の人員を確保しようと思ってもさきに述

べたとおり応募がないという大変厳しい状況となる

わけであります。若い人材採用が継続して不可能と

なると、当市の将来の見通しに不安が付きまとうこ

とであります。採用の確保、離職者防止という点に

おいて今後への対応について市長の考え方を伺いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 採用条件への対応についてで

ございますが、これまで当市では市のホームページ

やＳＮＳによる募集周知や年間を通じた随時募集の

実施など職員の確保に向けた取組を進めてまいりま

した。しかしながら、特に技術職の応募は依然とし

て厳しい状況にあり、職員の確保に苦慮していると

ころでございます。今後につきましても引き続き職

員の確保に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 今後も対策を検

討して職員の確保に努めていくということでござい

ますけれども、他の自治体でもいろいろと模索しな

がら募集しているようなのです。そういう意味では、

もし現在何らかの対策を持ち合わせているというこ

とであれば伺っておきたいのですけれども、いかが

でしょうか。 

〇議長（伊藤新一君） 総務課長。 

〇総務課長（櫻庭敏夫君） 対策につきましては、

市のホームページ、ＳＮＳによる募集周知や年間を

通じた随時募集のほか、ハローワークの求人案内の

掲載、大学等への訪問による受験勧奨、インターン

シップの受入れを行っておりますが、職員の確保に

苦慮している状況であります。今後につきましても

引き続き対策を検討しながら職員の確保に努めてま

いります。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 今担当課長のほ

うからお話ございましたけれども、一番苦労されて

いるのは担当課長かなと思っておりますが、対策の

難しさということについては、本当にこれはもう理

解するところです。いろんな自治体からこの話も聞

いております。そういう意味では、技術職だけでな

く一般職員の採用ができなくなりますと10年先のこ

の赤平にも大きく影響してきますので、研修制度も

含めて十分な検討、対応を要請いたしまして、この

項の質問を終わります。 

 件名４、あかびら市立病院の今後の課題について

であります。項目１、医師確保対策について、今後

への対応についてであります。国の医療政策の貧困

から、人口が密集する都会と過疎となる地方自治体

での医療体制のバランスが崩れており、全国的な医

師不足の中で病院関係者が日夜医師確保に奔走され

ていることに敬意を表します。しかし、今後ますま

すの医師確保の難しさが問われておりまして、今後

への対応、対策について改めて市長に伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 医師確保における今後の対応、

対策についてでございますが、医師の都市部偏在、

大学医局入局者の減少等により、地方においての医

師不足は当院はもちろんのこと、多くの地方病院で

深刻なものとなっております。当院におきましては、

４月と11月に内科医が１名ずつ着任され、現在内科

常勤医５名体制で日々の診療に当たっていただいて

おります。しかしながら、外来におきましては、大
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学等からの出張医による診療応援があるものの、平

日夜間の救急対応、入院患者の診療等、当院の常勤

医の負担は大きく、さらに医師の招聘を進める必要

があると考えております。現状医師の招聘について

すぐに成果がある対策は、難しいと考えております

が、中空知の医療連携の推進、民間医師紹介会社を

通じた医師への勧誘、全国自治体病院協議会、自治

体病院・診療所医師求人求職支援センターや北海道

地域医療振興財団による医師紹介事業等の積極的活

用を行ってまいります。また、今年８月には当院へ

ご支援いただいている札幌医科大学、北海道大学へ

訪問し、ご挨拶と医師派遣等ご支援の要請などを行

ってまいりましたが、今後におきましても引き続き

取り組んでまいりたいと考えております。さきに述

べましたとおり、内科医をはじめとした医師の招聘

は当市といたしましても大変重要であると認識して

おり、今後も病院担当課と共に検討を重ねながら医

師の招聘に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

におきまして、中空知の医療連携推進を図りながら、

医師紹介事業所や関連各施設で積極的な働きかけや

参加、活動されていることが分かりました。医師確

保のため、事務長を中心とする医療関係者皆様の日

夜のご労苦をはじめ、加えて市長自らも病院関係職

員と一緒になって大学病院などへの挨拶回りをして

いるという話も耳にしておりますけれども、これら

の連携が現在の医師確保につながっている、功を奏

しているのではと推察するところでございます。私

も市立病院には長い間お世話になっている患者の一

人でありますので、この場をお借りいたしまして改

めて皆様方には敬意を表するとともに感謝を申し上

げるところでございます。医師確保には、相手側に

対してのお願いする誠意、誠実さが肝要かと思われ

ます。これからも心の籠もった医師確保への対応を

関係者皆様にお願いし、この項を終わります。 

 項目の２、赤字対策時の改善策についてでありま

す。要旨の１、年間の収益と費用の決算状況への対

応について。今年９月末の総務省の発表によると、

自治体が経営する公立病院事業全体の2024年度の経

常収支は過去最大となる3,952億円の赤字で、赤字に

なった病院の割合も83％と過去最大、全国844病院の

集計によると、これまで最大だった23年度の赤字の

２倍近くになったとのことであります。入院患者数

が伸びて収益は増えたが、民間の賃金上昇を踏まえ

た給与改定により職員給与が前年度比5.0％増加し、

医薬品などの材料費も3.1％増えたからとのことで

あります。公立病院の経常収支については、新型コ

ロナウイルス感染症拡大に伴う国の財政支援で20年

から22年度の間は黒字だったけれども、補助金が減

った23年度から赤字に転じており、24年度には給与

改定や物価高も加わり、経常収支が大きく赤字にな

ったとのことであります。当あかびら市立病院にお

いても患者数が減る中で収支の採算は、ますます厳

しくなることと思われます。令和６年度の決算状況

を見るとき、損益計算書による収益的収入は医業収

益、医業外収益、特別利益合計で約23億円でありま

す。収益支出は、医業費用、医業外費用、特別損失

合計で約24億4,000万円で、令和６年度は約１億

4,400万円の純損失、赤字であります。収益的収入を

令和２年度から年度別に比較すると、令和３年度で

マイナス2.4％、４年度でマイナス2.1％、５年度で

マイナス4.5％、６年度でマイナス1.8％ということ

で全て損失となっております。また、赤平市病院事

業報告書においての資本勘定においても約１億

6,900万円の収支不足が生じています。このような現

状の下で今後における赤字対策への改善策を独自で

見いだせるのかどうか、市長の考え方を伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 当病院存続のための病院独自

での改善策が見いだせるのかどうかについてでござ

いますが、ご指摘のとおり令和６年度決算におきま

して収益的収支は約１億4,000万円の純損失となり、

また資本的収支でも約１億6,900万円の収支不足が

生じております。当院は、平成23年度に資金不足を

全額解消し、経営収支が黒字に転換して以来、経営
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黒字を継続してきたところでありますが、患者数の

減少に加え、近年の物価の急激な上昇による医療材

料等の高騰、人事院勧告による人件費の上昇に診療

報酬の改定が追いついておらず、この診療報酬とい

う公定価格によって運営される病院経営の厳しさが

浮き彫りとなっている状況であります。持続可能な

医療体制の確保のため、病院独自の改善策を講じな

ければならないことは十分認識しており、令和６年

２月に策定いたしました経営強化プランに掲げてお

りますとおり取組を進めてまいりたいと考えており

ます。また、令和６年度決算において自治体病院の

９割近くが経常赤字という状況が示しておりますと

おり、病院独自での改善には限界があることも感じ

ており、国や道に対し医療提供体制の維持に必要な

財政的支援や人材確保策につきましても要望してま

いりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 若山議員。 

〇８番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの市長

答弁、全て赤字、マイナス、これを認めながらの答

弁だったと思いますけれども、病院経営の基本とな

る入院ベッド数、これ新しく出されておりますけれ

ども、令和６年度は一般病棟60床、療養病棟60床、

計120床でありましたけれども、７年度は一般病棟が

49床、療養病棟50床の計99床での縮小経営となった

わけでありますが、そういう意味で厳しさは増すば

かりと思われます。ただいまの市長答弁にあるよう

に、国や道に対し医療提供体制の維持に必要な財政

的支援や人材確保についても要望していくとのこと

でありますので、その結果を判断しながら、また来

期に令和７年度の決算状況との比較、評価により病

院の財政問題を再度質問、議論させていただきたい

と思います。病院への繰入金の問題も大きくこれか

らは関係してくるかなと。財政も厳しい中でこのこ

とは大切ですけれども、なかなか難しい話になって

くるのではと、そんなふうに思っておりますので、

具体的には来年度というふうに考えています。厳し

い状況に置かれましても、あかびら市立病院であり

ますけれども、市長、病院長を先頭に各医師、薬剤

師、事務長、総看護師長などの病院、医療に関わる

各診療スタッフが一丸となって当病院を最後まで守

り抜いていただきますことを心から要望し、この項

の質問を終わります。 

 以上をもちまして私の一般質問の全てを終わりま

す。適切な答弁ありがとうございました。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午後 １時３０分 休 憩） 

                       

（午後 １時４０分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序４、１、効率的な行政運営について、２、

経済振興について、３、地域医療について、議席番

号７番、北市議員。 

〇７番（北市勲君） 〔登壇〕 議席番号７番、新

政クラブ、北市勲でございます。通告に基づき、質

問いたしますので、ご答弁のほどよろしくお願いい

たします。 

 まず、件名１、効率的な行政運営について、項目、

市役所の機構見直しについてお尋ねをいたします。

市役所の機構見直しについては、人口減少や市民の

高齢化の進行などによる行政需要の多様化、また市

民の利便性の向上及び組織のスリム化等、市役所の

機構見直しを市長公約として多くの市民の理解を得

て今日に至っております。この機構見直しの内容に

つきましては、今までに何回かお聞きいたしました

が、議会に対しては一切説明をされておらず、見直

し案がまとまり次第示されると、こう表明されてお

ります。機構見直しの案の公表の令和５年から３年

を過ぎようとしております。まとまった見直しは、

もうできていると思いますので、ぜひこの議会で説

明をお願いいたしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 副市長。 

〇副市長（永川郁郎君） 機構見直しの具体案につ

いてでございますが、機構の見直しをよりよいもの

とするためには単なる組織図の整理ではなく、現場

で実効性を持って機能する組織へと変えるため、制
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度設計と同時に職務の棚卸し、人的配置の調整、業

務の再設計、職員間の意識共有といった多面的な準

備作業が不可欠であります。職員が当事者として改

革に参画する体制づくりも必要となります。 

 以上、様々な視点から現在検討しておりまして、

現時点におきまして具体案をお示しできる状況には

至っておりません。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいまいろいろ

と検討していて、いまだに至っていないと、こうい

うことでございます。機能する組織へ変えるため、

制度設計だとか、職務の棚卸し、人的配置の調整、

業務の再設計と職員間の意識共有といった多面的な

準備作業が不可欠であって、今のところできないと。

全く今まで３年間似たような文言を並べてできない

ことの説明をいただきました。この準備期間が要る

のは、十分承知していますが、少なくとも３年間の

時間はあったはずです。何度質問しても今回もまた

機構見直しの案が説明できないという答弁ですけれ

ども、今も言いましたように３年間の時間があった

わけですから、本当に機構の見直しをする意思があ

るのか非常に疑問を感じます。私は、今までに３回

の質疑をしてまいりました。最初は、令和５年の第

３回議会で、市長さん並び関係者の答弁をまとめて

みますと、行政需要の多様化、複雑化への対応、市

民への利便性の向上、そして組織のスリム化も検討

し、優先順位をつけて段階的に実施すると。すばら

しいです。こんなすばらしい答弁いただいているの

です。私は期待しました。しかし、その中身につい

ては、何ら具体的な説明ありません。２回目が令和

６年第２回の議会で、このときの答弁は自治体のＤ

Ｘの推進、業務の効率化、市民の利便性の向上、組

織の在り方等、議論を行っていると。一生懸命やっ

ています。しかし、その中身については、何ら説明

ありません。３回目が令和６年の第４回の議会では、

庁舎内部において行政改革を推進する必要性が十分

に共有されていないなど具体的な説明もなく、聞き

ようによっては責任転嫁と思われるような答弁だっ

たと、このように私は感じております。このように

見直し案のまとまり案を明らかにするような期待を

持たせながら、しかし今回はまたできないと。これ

は、どういうことなのだろう。今副市長のほうから

時間が要るとおっしゃいましたけれども、時間はた

っぷりあったと思います。この３年間議論だけやっ

てまとめられないというのは、どういうことなのか、

ちょっと理解に苦しむのです。これを私なりにまと

めてみますと、まとまり案の実行する意思がないの

か、あるいはその能力がないのかと、こういうこと

になるような気もするのですが、この現状を市長さ

んは今どのように感じているのかお答えいただきた

いと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 組織機構改革が一向に進んで

いないのかといった厳しいご指摘については、真摯

に受け止めております。議会の皆様方から見ると、

具体的な組織案も見えずに改革が進んでいないので

はないのかといったところだったというふうに思い

ますけれども、やはり私どもとしても説明も十分で

はなかったというふうに感じております。組織機構

改革でございますから、職員の配置ですとか役割、

また市民サービスの提供体制等に大きな影響を及ぼ

すものであるというものでありますことからも極め

て重要なものであるというふうに感じております。

また、そのため現場の声ですとか議会でのご意見等

を十分に丁寧に踏まえながら、拙速な統合ですとか

削減に走るのではなく、行政需要に対します多様化

ですとか、また複雑化といったことにも対応できる

体制となるよう、一歩一歩ではございますけれども、

着実に前に進めていきたいというふうに考えており

ます。今ご指摘ありました３回ですか、これまでも

質問いただいたということでございますけれども、

かなり時間が経過しているということから見ても、

またほかのまちでもそうであるということは申し上

げたくないのですけれども、非常に行財政改革とい

うのは難しい問題でございます。行政改革、これに

ついてはどの職員も、またどの方、市民の皆様方も
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必要であるということは認識されているというふう

に思いますし、同じ思いであるというふうに感じて

おります。ただ、行政改革、また機構改革というふ

うになりますと、それぞれの職員の立場からも自分

の仕事のところ、どういった組織改革をしなければ

いけないのかという個別具体的な議論につきまして

はやはり厳しい見方、またいろいろな思いも発生し

てくると、いろいろなまた考え方もあろうかという

ふうに思っております。したがいまして、これまで

時間はかかっておりますけれども、これはそこまで

時間がかかってもまだできていないというのは非常

に難しい問題だということは職員も私も含めて感じ

ているところでございます。いずれにいたしまして

も、進んでいないというご指摘については強く重く

受け止めまして、改革の中身だけでなくプロセスや、

また進捗につきましてもこれまで以上に議会の皆様

方とも共有しながら進めてまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） 〔登壇〕 いろいろと市長さ

んから大変難しいのだというお話を伺いました。し

かし、市長さんが３年前の選挙のときに市民にこれ

を訴えたのです。それは、難しいのは当然です。そ

の難しいのを承知の上でお話しされたと思うのです

けれども、違いますか。そうでなかったら、決して

我々議会からあれすれ、こうすれって言ったことは

誰もありません。市長さんが自ら機構を見直しした

いのだと、するのだと。私は、だから前から言うよ

うに期待しております。その期待を裏切らないでほ

しい。重く受け止めるのなら受け止めるほど早く、

時間はあったわけですから、やっていただかなけれ

ばならぬと。そういうことでこの問題このままで終

わらすのか終わらさないのか、ただ難しいからこの

ままで終わらすのか、あるいはこのまま済ますのか、

この辺はどうですか、市長。今期中に実施できるの

かできないのか、その辺お答えしていただきたいと

思っています。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今厳しいご指摘ございました

けれども、この任期の間にできるのかどうかという

ご質問だったと思います。この間にできるかどうか

というのは、絶対という言い方はできませんけれど

も、鋭意努力してまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいま市長さん

から鋭意努力したいと、そういうお言葉いただきま

した。任期中に実施できることを期待して待ちたい

と思います。残り任期、あと１年ちょっとしかあり

ません。ぜひこのことも踏まえて、全部をやれとは

申しません。しかし、できるところからやるのなら

構わないけれども、今なら全く説明もされない、や

りようがないということでは、私ども議会としても

意見を言っても何らなしのつぶてと、こんな格好で

はうまくないと、そういうことでぜひ実施するので

あれば期待して待ちたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 次に移ります。件名２、経済振興について、項目、

経済活性化専門部署の設置についてお尋ねをいたし

ます。赤平市は、現在人口減少とともに産業や経済

が衰退をしております。特に工業関係では、工業製

造品出荷額が約数億の単位で減少が続いておりま

す。また、商業関係では、午前中にも同様の質問あ

りました。商店が次から次と閉鎖をしていっている

と、こういうことで赤平市の産業経済が衰退してお

る。この衰退傾向の打開策の一案として、産業や経

済の衰退を打開するために経済活性化専門部署を設

置して企業誘致等に取り組むべきではないかと思い

ますが、先月開催されました住民懇談会においても、

また私どもの議会報告会の席でもこの問題について

非常に不安を感じている市民のほうから要望もござ

いました。今月の広報を見ると、同じような要請が

記されております。市長の答弁としては、職員数の

制限で難しいとの答弁が載っていると。改めてこの

専門部署の設置についての考えはあるのかないのか

お聞かせいただきたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 
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〇市長（畠山渉君） 企業誘致に伴う経済活性化専

門部署の設置についてでございますが、現在商工労

政観光課が企業誘致に関する業務を担っており、補

助金や税制優遇を通じて企業誘致活動を進めてお

り、これまで既存企業の親会社ですとか北海道東京

事務所へ訪問し、情報収集に努めてきたところでご

ざいます。企業誘致等に取り組む専門部署の設置は、

難しい状況にございますが、新年度において企業進

出意向調査を実施し、新たな企業誘致活動に取り組

んでまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） 〔登壇〕 その前に今回の答

弁の中で住民懇談会の席で職員の制約があってなか

なか難しいというようなことありましたけれども、

それこそ組織のスリム化を続けることで可能性はゼ

ロではないと思うのです。しかし、市長さんは、で

きないとおっしゃった。これ聞いた市民も何ででき

ないのだろうと、なぜそういう努力をしようとしな

いのだろうかというふうなご意見も賜りました。そ

れで、ただいま北海道東京事務所も訪問していると

いうこともありますけれども、私どもは訪問して努

力をするって話は聞いていますけれども、ではどの

程度訪問して、どの程度の情報があって、あるいは

なくて、そして難しいのだという話は一切説明を受

けていません。ぜひこの説明もなければ私もここで

聞かざるを得ないのです。そういうことで企業訪問、

東京事務所に顔を何回ぐらい出したのか、そしてそ

のときどの程度の情報が得られたのか、得られなか

ったのか説明していただきたいと思っています。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 今までにどの

程度の訪問回数でどの程度の情報が得られたかにつ

いてでございますが、毎年の東京赤平会総会で上京

した際に北海道東京事務所へ訪問してきましたが、

首都圏においても地方進出を考えている企業の情報

を得ることは大変難しい状況であるということを確

認しております。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） 〔登壇〕 どうもありがとう

ございます。今課長さんから訪問したけれども、難

しいと。こういうことが日頃から私どもの耳に入っ

ていれば、あえてここで聞く必要もないのです。要

するにそういった状況を説明してくれないから、聞

かざるを得ない。今東京赤平会を開催されたときに

も関連したこと聞いているという話でしたけれど

も、企業誘致というのは赤平が特別でなくて、全国

あらゆるところから企業誘致をしたいという地方自

治体あるわけです。だから、必ずしも簡単に誘致で

きるとは思っておりませんけれども、努力はしなけ

ればならぬ。東京赤平会だけ行って、それで終わっ

たなんていうのは何の努力しているのだと、こうい

うことにもなりかねないのです。やはりもっともっ

と、先ほども前の議員さんからもアンテナを張り巡

らして、そして努力してもらいたいと、これも同じ

です。１回行けばいいのでなくて、それもやっぱり

トップの市長さんも先頭切ってやるような、そうい

うような姿勢がないとなかなかこれはできません。

かつて私が赤平に来た昭和42年、今の誘致企業の皆

さん方が赤平に進出するちょっと前ですけれども、

あの当時のことを思い出しますと、やっぱり市役所

が全員で赤平に誘致を努力したと。あれは、赤平の

命運がかかっているからやったのです。今も同じで

す。私、今市長さんも行けって言ったけれども、市

長さんだけでなくて赤平市役所が全体でやらなかっ

たらこのまちは生きていけません。そういう意味で

ぜひ企業進出については努力してもらいたい。 

 それから、先ほど市長さんからも、私は取り組む

部署を設けないのであればどういう施策があるのだ

と聞こうと思ったのですが、先ほど企業進出意向調

査をやりたいという話ありましたのですが、これに

ついてもどのような意向調査するのか、どこにどう

いう調査するのかも含めて説明をしていただきたい

と思っています。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 意向調査の中身についての説

明ということだったというふうに思います。これま
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で企業訪問、また北海道東京事務所で収集した情報

を踏まえまして、新年度に関東近郊に立地する企業

数千社に企業進出意向調査を実施したいというふう

に考えております。調査内容につきましては、主に

地方進出の意向の有無ですが、企業が抱える課題等

についても併せて回答が得られるよう慎重に検討し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） 〔登壇〕 ただいま企業進出

意向調査の中身についてお話しいただきました。現

状の赤平を見ると、もう急を要すると、のんびり構

えている状況でないということは皆さんご理解いた

だけると思うのです。ぜひスピード感を持って赤平

の再生に努力していただきたいと。よろしくお願い

いたしたいと思います。 

 次に進みます。件名３、地域医療について、項目、

一般社団法人中空知東部メディカルケアネットワー

クについてお尋ねをいたします。中空知の人口が減

少し、持続的な医療の提供が難しい状況の中で地域

医療の確保のために中心的な医療機関の砂川市立病

院、滝川市立病院と機能分化、連携体制を整え、バ

ランスの取れた医療提供体制構築のため中空知全体

の医療連携推進法人化の設立が必要となり、中空知

全体の法人化に先立ちて赤平市と芦別市が医療連携

組織を立ち上げ、経営の健全化、医師などの医療従

事者の確保をしていくとした一般社団法人中空知東

部メディカルケアネットワークを設立しましたが、

その法人の事業には医療機能の分担、業務連携、医

療従事者の共同研修、医療、介護等従事者の共同採

用、人材育成、人事交流、医薬品、医療機器の共同

購入及び調整、その他物資の共同購入事業などの８

項目があります。さらに、一番大事な医師招聘があ

ります。この芦別と赤平市が立ち上げた中空知東部

メディカルケアネットワークの成果についてお聞き

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（伊藤新一君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（杉浦圭輔君） 一般社

団法人中空知東部メディカルケアネットワークの設

立による成果についてでございますが、当一般社団

法人は令和７年２月14日、限られた医療資源を有効

活用し、持続可能な医療提供体制の確保及び介護事

業との連携を推進するために必要な医療連携推進業

務を行い、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシ

ステムの構築に資することを目的に設立されまし

た。これまで理事会及び社員総会を行い、地域医療

の課題について協議、共有してきたほか、現場レベ

ルにおいて法人が行うこととしている事業のうち、

昨今の医業経費の高騰を受け、医薬品、医療機器の

共同購入の調整、その他物資の共同購入に関する事

業、医療機器等の共同利用に関する事業、委託業務

の共同交渉に関する事業について何か法人でできる

ことがないかを模索しているところです。今のとこ

ろ議員がおっしゃるような成果と呼べるものはあり

ませんが、今後も現場レベルにおいて経費削減等を

中心に協議を進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） 〔登壇〕 今赤平市と芦別市

でつくったこの法人化の組織が成果はないと。大変

残念に思っております。また、私は、この説明を受

けたときに中核病院が加入しないこの組織というの

は期待する効果なんか出ないと思いますよと言った

記憶があります。要するに中心的な高度医療をやっ

ていただく砂川市立病院、滝川市立病院が法人化加

入しないで、この現状では期待した効果、案の定得

られなかったと。しかし、これでは中空知に住む我

々はどうすればいいのだと、安心して医療を受けら

れないのではないかと、こういう不安が生まれてき

ます。それで、この両院が、中核病院となる砂川市

立病院、滝川市立病院が加入した新しい医療連携推

進法人というのはいつ頃立ち上げるのか、その辺の

予定があればお聞かせ願いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（杉浦圭輔君） 中空知

全体の医療連携法人化の時期についてでございます

が、中空知の医療連携推進法人化を含めた中空知の

地域医療連携の在り方については北海道が今中心と
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なりまして、各自治体病院事業管理者、院長、事務

長、各医師会長を委員とする中空知地域医療構想調

整会議専門部会にて協議が行われているところで

す。この専門部会の後、各首長、各医師会や歯科医

師会、薬剤師会、各自治体病院やその他福祉施設等

が委員となっている親会議と言われる中空知地域医

療構想調整会議で協議されることとなっておりま

す。現在中空知の医療連携につきましては、７年度

国のモデル推進区域に指定されており、国や道が伴

走型の支援を行い、協議を進めていくこととなって

おりますが、各自治体、各公立病院の考え方も様々

であり、当市の、また当病院の立場でいつ頃を予定

しているとはなかなか申し上げすることはできない

のが現状です。当市といたしましても持続可能な医

療提供体制を維持するために中空知の医療連携は大

変重要であると考えておりますので、今後も中空知

地域医療構想調整会議において地域医療連携に向け

て積極的に協議してまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） 〔登壇〕 どうもありがとう

ございます。今説明あったとおり、本来なら国や道

が主導権を握って調整してくれるならいいけれど

も、ここで伴走型の支援って一体何なのだろうと、

聞いていて何か理解に苦しむのです。全国的にこの

モデル地区になっている地区は、中核病院は１か所

なのです。ところが、なぜかこの中空知だけが珍し

く２つなのです。本来なら中核病院も集約しなけれ

ばならないのだけれども、伴走型なんていうと全く

意味が分からぬ。どうですか。これ事務長分かりま

すか。説明してください。 

〇議長（伊藤新一君） 病院事務長。 

〇あかびら市立病院事務長（杉浦圭輔君） このモ

デル推進区域、道内では１か所のみ厚労省のほうか

ら指定をされました。ただ、当初伴走型ということ

で国が本当に現場に入ってその調整役を買ってくれ

ると期待はしていたのですが、なかなか進まないと

いうのが現状で、確かにその伴走型がどういうこと

なのかということを私がなかなか説明できるすべは

ないということで、申し訳ございません。 

〇議長（伊藤新一君） 北市議員。 

〇７番（北市勲君） 〔登壇〕 お互いに分からな

いのを聞いてもしようがないけれども、また調べて

みますけれども、新しい医療連携推進法人が設立の

予定がまだ分からないということは、このままでは

中空知に住む我々や赤平市民も含めて健康や生命を

守るための医療に大変不安を感じております。ぜひ

早急に中空知の全体の医療法人を設立に、事務長さ

ん、市長も含めて積極的に声を上げていただきたい

と思っております。そうしないと、赤平の市立病院

だけの問題でなくて、赤平市民の問題です。我々が

生きていくためにどうしても必要な医療が確保でき

ないのであれば、これはやっぱり問題が残ります。

そういうことでぜひお願いをいたしまして、私の質

問終わりたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午後 ２時１２分 休 憩） 

                       

（午後 ２時２０分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序５、１、上水道事業について、２、赤平

市の将来像について、３、地域福祉について、議席

番号３番、渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 議席番号３番、

新政クラブ、渡部修之です。通告に従い、質問させ

ていただきますので、ご答弁のほうよろしくお願い

します。 

 では、まず件名１、上水道事業について、項目１、

浄水場について、要旨の１、建設費用について。浄

水場、取水場の両施設を新設する場合の事業費は、

概算で50億円程度で、能力は4,000立米／日以下の浄

水場を計画しているとのことですが、世帯数や人口

についてはどのような数値を想定して新規の浄水場

の建設費や能力を試算したのかを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 上下水道課長。 
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〇上下水道課長（平田亘君） 新規の浄水場の試算

についてでございますが、まず浄水場の規模を算定

する際には一般家庭の使用水量に加え、業務用や公

共施設等の利用も含まれるため、人口や世帯数のみ

では正確な需要を捉えることができません。このた

め、本市では配水量の実績に基づく総配水量を主た

る指標として能力を試算しているところでありま

す。現行の浄水場の使用期限とされる令和28年度に

おける年間総配水量は、約70万立方メートルと見込

んでおります。この数値を基に１日平均配水量を算

出し、さらに給水のピークとなる１日最大配水量を

加味する形で必要となる浄水能力を検討いたしまし

た。これらの検討結果から、将来の需要の変動等も

踏まえ、余裕を持たせた形で１日当たり4,000立方メ

ートルの能力を持つ浄水場規模が適当であると判断

したものであります。また、施設の新設に係る事業

費については、近年の資材価格や施工費の動向を反

映させた概算として、浄水場、取水場を合わせて約

50億円程度と見込んでいるところでございます。今

後も将来需要の動向や詳細な設計検討の進展に合わ

せて必要に応じて見直しを行いながら、適切な施設

規模の設定に努めてまいります。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で浄水場の規模を算定するには人口や世帯数のみで

は正確な需要を捉えることができないということは

理解できます。令和28年度で年間総配水量を約70万

立方メートルと見込んだ主な理由は何なのか伺いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（平田亘君） 令和28年度の年間総

配水量を約70万立方メートルと見込んだ理由につい

てですが、本市の総配水量については近年人口減少

や節水傾向により緩やかな減少が続いております。

こうした実績を踏まえるため、過去10年間の総配水

量の増減率を基に将来推計を行い、その結果令和28

年度は約70万立方メートルになると見込んだもので

あります。この推計値を基に浄水場の規模設定を行

ったものであり、今後も実績を確認しながら必要に

応じて見直してまいります。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 ただいまの再質

問の答弁から、令和28年度の年間総配水量を約70万

立方メートルと見込んだ理由は、人口減少と最近の

節水傾向を加味した上で過去のデータに基づき新規

の浄水場の規模を算定したということになります。

単独での水道事業を維持していくのであれば、現在

の状況だと新規の浄水場建設は必須条件であり、か

なり高額な建設費用になるので、状況の変化に対応

した規模や金額を設定するようにしていただき、で

きる限り市民の負担が軽減されることを要望しま

す。 

 続いて、次の質問に移ります。要旨の２です。浄

水場の稼働率について。現在の赤平市の浄水場は、

赤平市の世帯数約5,000世帯と企業、公共施設等が使

用する水を供給するために9,000立方メートル／日

の能力があるようですが、人口減少と世帯数減少に

対しての稼働率の推移はどうなっているのか伺いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（平田亘君） 浄水場の稼働率でご

ざいますが、令和５年度に最大稼働率は50％を下回

り、令和６年度においては46％となっております。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 今の答弁で浄水

場の最大稼働率は令和５年度で50％を割り、令和６

年度で46％と徐々に低下しています。令和６年度の

最大稼働率が46％ということは、現在の浄水場の能

力である１日当たり9,000立方メートルに換算する

と、１日当たり4,140立方メートルの能力があれば間

に合ったことになります。これは、あくまでも単純

計算上ですが、この4,140立方メートルという数字は

浄水場建設のときに試算した能力である4,000立方

メートルに近い数字となっていると思います。新規

の浄水場の能力は、１日当たり4,000立方メートル以

下と想定していますが、これからさらに進む人口減
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少にしっかりと対応した浄水場の能力、稼働率を試

算することが単独での水道事業を維持しようとして

いる赤平市の責務になります。市民の負担軽減にも

つながるので、よろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。項目の２、持続可能な水道

水について、要旨の１、上水道の新技術について。

現在の上下水道関連の新技術には、生活排水の98％

を再利用する循環システムや空気から水をつくり出

すシステムなど、いろいろな新技術が開発されてい

ます。国土交通省なども上下水道における革新的な

技術として分散型システムの実証実験に取り組んで

いるようですが、赤平市としてはこのような新技術

についてどのように考えているのか伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（平田亘君） 上下水道分野におけ

る新技術につきましては、生活排水を高効率で循環

利用するシステムや空気中の水分から飲料水を生成

する装置など、民間企業を中心に多様な技術開発が

進んでいることを承知しております。また、国土交

通省においても分散型水循環システムなど革新的技

術の実証が進められており、水道事業の将来像を考

える上で重要な動きであると認識しております。一

方で、本市の上下水道事業は、老朽化施設の更新需

要が増す中で経常収支の黒字化を目標とするなど、

依然として厳しい経営状況が続いております。その

ため、新技術の導入には慎重にならざるを得ないの

が現状であります。例えばスマートメーターにつき

ましては、漏水の早期発見や検針作業の効率化とい

ったメリットが期待できる一方で、導入経費や通信

費などのランニングコストの負担が大きく、導入の

検討を進めてはいるものの、導入には踏み切れてお

りません。しかし、その有効性や費用対効果を客観

的に把握することが重要であることから、本年11月

より市内の一部区域においてスマートメーター10台

を設置し、１年間の実証実験を開始したところであ

ります。現在実証期間中であり、その結果や効果の

検証を行いながら今後の導入の是非について慎重に

判断してまいります。いずれにいたしましても、本

市としてはまずは既存施設の計画的な更新と経営改

善を最優先に進めていく必要があると考えておりま

す。しかしながら、中長期的には技術革新が事業運

営の効率化やコスト縮減につながる可能性もござい

ますことから、国や他自治体の実証結果や動向を注

視しつつ、導入効果や費用対効果を慎重に見極めな

がら将来の選択肢として研究してまいりたいと考え

ております。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 上水道分野にお

ける革新的な技術は、水道事業の将来像を考える上

で重要な動きだと認識しているが、赤平の上下水道

事業は厳しい経営状況が続いているので、新技術の

導入には慎重にならざるを得ないという答弁でし

た。確かに赤平市の上下水道事業は、特に水道事業

は厳しい経営状況です。既存施設の計画的な更新と

経営改善を最優先に進めても状況は変わらないと思

います。既存施設の計画的な更新は、半永久的に続

くものなので、人口減少が進めば進むほど経営状況

は悪化していくのではないかと思います。新技術に

もメリット、デメリットは当然あると思いますが、

使用方法、使用範囲などを考慮して導入するのであ

れば事業運営の効率化やコスト縮減につながると思

います。新技術の進歩は、予想よりも早く進んでい

るので、しっかりとしたアンテナで情報をつかんで

いただき、赤平市の上水道事業が安全、安心、安定

な事業になることを期待しています。 

 次の質問に移ります。件名の２、赤平市の将来像

について、項目１、人口減少について、要旨の１、

コンパクトなまちづくりについて。現在の赤平市の

人口は約8,200人で、労働人口は約4,260人です。2050

年には人口が約3,600人で、労働人口は不明と予想さ

れていますが、多分多めで予想しても労働人口は

1,800人程度ではないかと思います。そのような予測

の中で今の赤平市の問題と言われる水道の管路更新

や除排雪などは、半永久的に続くものだと思います

が、現状の業務範囲を継続していくのは厳しいので

はないかと思います。赤平市都市計画マスタープラ
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ンでは、コンパクトなまちづくりとして地域の集約

化などがうたわれていますが、管路更新や除排雪な

どの業務を持続可能な業務にするにはさらなるコン

パクト化を進めなければ財政的にも人材的にも厳し

い状況になるのではないかと思いますが、赤平市の

将来像を見据えた市長の見解を伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ただいまご質問にありました

人口減少を見据えた水道管の更新や除排雪など持続

的な業務範囲の集約についてでございますが、本市

の都市計画マスタープランでは人口減少を踏まえ、

コンパクトな市街地の形成と居住誘導の方向性を示

しております。その中では、市内各地域における中

心地の低密度化により、水道管の更新や除排雪など

のインフラ運営の非効率化についても問題としてお

り、その解決に向け、分散した居住を中心拠点へと

集約していく方向性を掲げております。このような

ことからも安定した行政サービスの維持や生活利便

性の向上、インフラ負担の軽減を図るため、さらな

るコンパクト化を進める必要があると考えておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

では、赤平市の将来を考えると、まちづくりのさら

なるコンパクト化を進める必要があると考えている

との答弁でした。コンパクト化を進めるということ

は、水道管路や除排雪だけの問題ではなく、公共交

通やごみ収集、福祉関係や市民のコミュニティなど

の問題解決にもつながる大事な将来展望の在り方だ

と思いますので、20年後、30年後に向けた政策を進

めるためにどのように市民に理解してもらい、どの

ような方法でコンパクト化していくのかをさらなる

協議、検討をしっかりしていただき、赤平市が持続

可能なまちになるように市長が先陣を切って頑張っ

ていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。件名の３、地域福祉につい

て、項目１、除雪費助成について、要旨の１、高齢

者世帯等除雪費助成事業についてです。現在の赤平

市では、高齢者世帯等の除雪費用助成として上限額

を２万円とした５割の助成をしていますが、物価高

騰中の今の時代にこの助成額では５割以下の助成に

なっている世帯も多いのではないかと思います。上

限額よりも５割の助成に重きを置くならば、当然助

成額も上げるべきだと思うのですが、今年度の補正、

来年度の予算を含めた上での市長の見解を伺いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 高齢者世帯等除雪費助成の増

額についてでございますが、平成25年度の制度創設

以降多くの対象世帯にご利用いただいており、令和

６年度におきましては265世帯に対し助成したとこ

ろでございます。令和７年度に入りましても物価高

騰は続いており、利用対象世帯の方々や事業者等に

おいては燃料費等の負担も厳しい状況にあるものと

思っております。また、対象世帯のご確認など多大

なご尽力をいただいております町内会から増額を望

む声があることも承知しているところでございま

す。そこで、助成限度額の増額の考えについてでご

ざいますが、新たな財政負担も生じますことから、

引き続き様々な角度から研究してまいりたいと考え

ております。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 今の答弁では、

利用対象世帯の方々の負担が厳しいことも除雪費助

成に対して多大な尽力をしている町内会から増額を

望む声があることも承知しているが、新たに財政負

担が生じるので、現状では様々な角度から研究する

ことにとどまるということでした。令和６年度では

265世帯の利用があったとのことですが、令和７年度

も同数の利用世帯だと仮定すると１世帯当たり１万

円の増額で265万円の増額になります。赤平市は、こ

の265万円という金額を困っている高齢者世帯等に

捻出できないほど財政的に厳しいまちなのでしょう

か。ガンバレあかびらの基金を使えるような制度に

変えるなどして、困っている高齢者世帯等の方々を

助ける方法を検討するなどの考えはないのか伺いま
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す。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 高齢者世帯等除雪費助成事業

の限度額の増額についてでございますが、先ほども

申し上げましたとおり引き続き様々な角度から研究

してまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 渡部議員。 

〇３番（渡部修之君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で高齢者世帯等除雪費を増額するつもりはないとい

うことが分かりました。現在は２万円の助成で、ほ

ぼ５割に近い助成になっているようですが、これは

高齢者等の方々に優しい除雪業者が２万円しか助成

がないのではしようがないということで５割に近い

金額にしているところもあるようです。先ほどの午

前中の答弁で赤平は優しい人が、温かい人が多いと、

それも赤平の売りだという答弁がありましたが、実

際にそのような温かい気持ちでやっている業者、そ

ういう方々が確かにいます。北海道の最低賃金は、

今１時間当たり1,075円です。８時間で8,600円です。

この８時間8,600円を２人でやると１万7,200円にな

ります。この１万7,200円という数字は、２万円の助

成額にほぼほぼ近い数字になります。ということは、

本当に除雪業者が５割、２万円の限度でやれている

のか、実は優しいからやってあげている、そういう

状況があることも事実です。２万円という数字、５

割という数字が正しいかどうかという判断をこれか

らもしっかりしていただきたいと思います。これか

らの赤平市は、さらに高齢化が進み、物価の高騰が

落ち着いても高止まりの状況で落ち着くのではない

かと思います。そして、近年の降雪は、ゲリラ豪雨

のように一気に降ることも少なくないのではないか

とも思っています。今後ますます困っている高齢者

世帯等の方々が増えてくると思いますので、市長が

いつも言っているほとほと困っている人を一人でも

少なくするという言葉の行動をしっかりしていただ

き、研究だけではなく、検討して実行に移していた

だきたいと強く要望します。 

 以上で私の質問全て終わります。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ２時４３分 散 会） 
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